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開 会 挨 拶

独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 病院長　森田 明夫

開会挨拶

連携と協働 〜多様化社会における両立支援の構築〜

皆様、こんにちは。今日は現地及びWebでたく
さんのご参加をいただきありがとうございます。

これより「連携と協働 ～多様化社会における両
立支援の構築～」というテーマを題しまして第16
回がん分野勤労者医療フォーラムを開催したいと
思います。

このフォーラムは、私の3代前の野村和弘病院長
が、国立がん研究センターの院長もされていまし
たが、当院に赴任されて、がんは治る時代となり
ましたので、がん治療と仕事を両立させることが
非常に大事であるということで始めさせていただ
いた会です。

今日は、第一部では、「厚生労働省における両立

支援の取り組み及び患者の求める両立支援」とい
うことで、初めて患者会を代表して桜井なおみ先
生にご講演いただくということにしています。

第二部では「医療機関等における両立支援の取
り組み」として、毎日、現場で両立支援を頑張っ
ていらっしゃる先生方にご講演をいただきます。

最後にパネルディスカッションで皆様のご意見
をまとめたいと思っています。

今日一日、短い時間ではありますが、是非、が
んに対する両立支援が大きく広まるように熱い
ディスカッションをお願いできればと思います。

それでは本日は、よろしくお願いいたします。
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連携と協働 〜多様化社会における両立支援の構築〜

理事長挨拶

独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長　大西 洋英

理事長挨拶

本日は、第16回勤労者医療フォーラム「がんの
治療と仕事　両立支援」に多くの方々にご参加い
ただき、誠にありがとうございます。

私 ど も 独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 安 全 機 構
（JOHAS）は、「勤労者医療の充実」、「勤労者の安全
向上」、「産業保健の強化」の3つを理念として掲げ
て活動しており、わが国の産業、経済の基礎を維
持、発展させることに加えて、働く方々の一人ひ
とりの人生を支えるという大きな役割を担ってい
ると考えています。われわれ医療者から見る勤労
者医療と、事業者や職場の方々から見る産業保健
とは、言わば表裏一体のものであると思いますが、
当機構は、その両者を一組織として包含しており、
本日の主催である東京労災病院のような病院群、
全国9か所に設置している治療就労両立支援セン
ター、ならびに各都道府県の産業保健総合支援セ
ンターなどの施設を運営し､ これらが有機的に連
携することによって、医療の提供だけではなく働
く方々の職場の支援も行うことによって勤労者医
療の充実や産業保健の発展強化を一体的に推進す
ることができると考えています。

とくに本日の大きなテーマである治療と仕事の
両立支援の推進は私どもJOHASの重要なミッショ
ンであり、労災病院、治療就労両立支援センター
及び産業保健総合支援センターなどにおいて患者
さんである勤労者の支援活動を精力的に実施する

とともに、患者さんに寄り添いながら主治医と職
場、及び産業医などの関係者を繋いで治療と仕事
の両立支援をサポートする両立支援コーディネー
ターの養成などにも尽力しているところです。

今般、国の施策として本年6月に、事業主に対し
て両立支援の取り組みを努力義務とする法律改正
が国会で可決・成立し、令和8年4月1日から施行
されることが決定しました。これにより職場、医
療機関両者において治療と仕事の両立支援に関す
る更なる対応強化が必要となります。

本日のフォーラムは、第一部では、「厚生労働省
における両立支援の取り組み及び患者の求める両
立支援」のご紹介があり、第二部では「医療機関
等における両立支援の取り組み」についての講演
があり、多くの有意義なお話が聴けると思います。

本日ご参加くださっています皆様におかれまし
ては医療機関の方、企業の方、また産業保健に関
係する方など様々な立場の方々がいらっしゃいま
すので、これはまさに本日のテーマである「連携
と協働 ～多様化社会における両立支援の構築～」
に合致するところです。つきましては、本日の
フォーラムが両立支援における職場、医療機関な
らびに産業保健支援機関などの連携強化のひとつ
の起点となることを祈念いたしまして私の挨拶と
させていただきます。本日は何とぞよろしくお願
いします。





厚生労働省における
両立支援の取り組み
及び患者の求める両立支援

第一部 基調講演
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第一部 基調講演 厚生労働省における両立支援の取り組み及び患者の求める両立支援

厚生労働省における両立支援の取り組み
及び患者の求める両立支援
—座長のことば

加藤です。本日はまず、厚生労働省健康・生活衛
生局がん・疾病対策課相談支援専門官の川口美度理
様をお呼びして「がん対策推進基本計画における
治療と仕事の両立支援」についてお話をいただき
ます。

続きまして、一般社団法人全国がん患者団体連

加藤 宏一独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 治療就労両立支援センター 
両立支援部長

合会理事であり一般社団法人CSRプロジェクト代
表理事でもあります桜井なおみ様より「働くこと
の社会的価値を考える ～相談支援15年の経験から
思うこと～」と題しましてお話をいただきます。

それでは川口様、早速ですがお話を伺わせてい
ただきたいと思います。

基調講演① ②〜
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がんにおける治療と仕事の現状

がん対策推進基本計画における
治療と仕事の両立支援

厚生労働省健康・生活衛生局がん･疾病対策課相
談支援専門官の川口と申します。本日は、国の取
り組みとして「がん対策推進基本計画における治
療と仕事の両立支援」というテーマでお話をさせ
ていただきます。

本日の話の内容が表1になります。まず初めに
「1. がんにおける治療と仕事の現状」について説明
を進めてまいります。

まず、わが国におけるがんの現状についてお伝
えさせていただきます。

表2には「がんになる人」とあ
りますが、年間約989,000人の
方ががんに罹患するとされてお
り、生涯がんリスクは、男性が
62.1％、女性が48.9％というデー
タから、およそ2人に1人が、が
んに罹患すると示されており、「が
んを継続して治療中の人」は、年
間、約394万人というデータも示
されています。

次に患者さんの治療の場につい
ての内容になります。

はじめに

厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 相談支援専門官　川口 美度理

表2

わが国のがんの現状

① がん対策推進基本計画における治療と仕事の両立支援

基調講演①

表1
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第一部 基調講演 厚生労働省における両立支援の取り組み及び患者の求める両立支援

が ん に よ る 平 均 在 院 日 数 は、
2002年は35.7日であったのが、
2023年には14.4日と大幅に減少
しています（図1）。

また、外来患者数が増加し入院
患者数は減少していることは、グ
ラフを見てお分かりだと思います
が、治療に関しては入院治療から
通院治療にシフトしていることが
分かります。

次に、がん罹患者数と仕事を持
ちながら通院している者の推移に
ついてお伝えします。がん患者さ
んの約3人に1人は20～69歳で
罹患しています（図2）。

また2022年の調査では、がん
の治療のために「仕事を持ちなが
ら悪性新生物で通院している者」
が49.9万人と増加しており、特に
70歳以上の方に増加しているとい
うデータがあります。
図3は、がん患者・経験者の就労

の状況についてお示ししたもので
す。「診断時に収入のある仕事をし
ていた人」は44.1％で、その内、
がん診断による就労ヘの影響とし
て、19.4％の方が退職もしくは廃
業したと回答されています。

さらにこの退職された、もしく
は廃業されたという方の58.3％
が、治療開始前に退職されていま
す。

退 職 後 の 状 況 に つ い て は、
19.0％の方が、再就職・復職の希
望はあるが現時点では無職という
回答をしています。このデータは
退職理由の内訳までは読み取るこ
とはできませんが、このデータか
らがんと診断されることによる仕
事への影響が大きいということ、

図1

図2

図3

在院日数の短縮化と通院治療へのシフト

がん罹患者数と仕事を持ちながら通院している者の推移

がん患者・経験者の就労の状況 （令和５年度患者体験調査）

・ 	診断時に収入のある仕事をしていた人（就労者）の割合は44.1%であった。
・	 がんと診断を受けて退職・廃業した人は就労者の19.4%を占めており、そのうち、初回治療までに退職・廃業
　した人は58.3%、再就職・復職の希望はあるが無職の人は19.0%であった。
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こうしたがんに関する状況を踏
まえて、ここからは第4期がん対
策推進基本計画におけるがん対策
の取り組みについて説明させてい
ただきます。

がん対策として、平成18年にが
ん対策基本法が成立しております。
そのがん対策推進基本法により、
がん対策を総合的かつ計画的に推
進するため、がん対策推進基本計
画が定められております（表3）。
これはがん対策の基本となるもの
であり、少なくとも6年ごとに検
討を加えることとしております。

都道府県においては、それぞれの実情を踏まえ
て、がん対策推進基本計画をもとに都道府県がん

診断時のタイミングから医療従事
者による働きかけが必要と考えて
います。
図4は、令和5年に実施されま

した「がん対策に関する世論調査」
で、がん患者さんに限らない国民
の皆さんに対する調査です。
「がんの治療や検査のために2週

間に一度程度病院に通う必要があ
る場合、現在の日本の社会は働き
続けられる環境だと思うか」とい
う質問に対して、「そう思う」と回
答された方は、45.4％でした。

働き続けることを難しくさせて
いる要因についても、がんの病状に関する身体的
要因に限らない精神的なことや、職場との関係な

図4

表3

仕事と治療等の両立に関する認識
・ 「がんの治療や検査のために２週間に一度程度病院に通う必要がある場合、現在の日本の社会は働き続けら

れる環境だと思う」との回答は、45.4％であった。
・ 働き続けることを難しくさせている最も大きな理由については、「がんの治療・検査と仕事の両立が体力的に

困難だから」（28.4％）、「代わりに仕事をする人がいない、または、いても頼みにくいから」（22.3％）が上位に
挙がった。

① がん対策推進基本計画における治療と仕事の両立支援

ど様々な要因があることがデータから分かってい
ます。

第4期がん対策推進基本計画

がん対策基本法 （平成18年法律第98号）
（平成１８年６月成立、平成１９年４月施行、平成２８年１２月改正・施行）

対策推進計画を策定しています。
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第一部 基調講演 厚生労働省における両立支援の取り組み及び患者の求める両立支援

表4は、令和5年に閣議
決定されました現在の第
4期がん対策推進基本計
画の概要をお示ししたも
のになります。第4期が
ん対策推進基本計画では、
全体目標を「誰一人取り
残さないがん対策を推進
し、全ての国民とがんの
克服を目指す。」というこ
とを掲げています。

その上で分野別の目標
として、「1. がん予防、2. 
がん医療、3. がんとの共
生」を3つの柱とし、「4. 
これらを支える基盤」を
含めてがん対策を推進す
ることとしています。

この「がんとの共生」
の分野において、「就労支
援について」という内容
が示されています。その
内容の詳細を示したもの
が表5になります。

表4

第４期がん対策推進基本計画 （令和５年３月28日閣議決定） 概要

表5

第４期がん対策推進基本計画（令和５年３月閣議決定）分野別施策の概要
３．がんとの共生

がんにおける治療と仕事の両立支援の取り組み
について説明させていただきます。

がん対策における医療提供体制については、が
ん診療連携拠点病院制度があります。がん診療連
携拠点病院制度というのは、全国どこでも質の高
いがん医療を提供することができるよう、がん医

がんにおける治療と仕事の両立支援の取り組み

療の均てん化を目指して各都道府県においてがん
診療連携拠点病院等を整備するものとしています。
このがん診療連携拠点病院等には、都道府県がん
診療拠点病院、地域がん診療拠点病院、地域がん
診療病院、特定領域がん診療連携拠点病院があり、
小児の場合は小児がん拠点病院などがあります。
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そのような拠点病院等
においては、がん相談支
援センターを設置するこ
ととしています。このが
ん相談支援センターは、
相談支援を行う窓口とし
て、がん患者さんやご家
族等の抱えている医療の
ことや生活上の課題に関
する相談支援を行ってお
り、就労支援に関する相
談も対応いただいていま
す（表6）。
表7に具体的にお示し

していますが、療養生活
上のことや就労、経済的
な問題、アピアランスに
関することなど、がんと
の共生における内容など
に対応していただいてい
ます。

このがん相談支援セン
ターですが、令和7年4月
1日現在では、全国のが
ん診療連携拠点病院等の
463施設に設置されてい
ます。

表6

都道府県がん診療連携拠点病院　51か所
地域がん診療連携拠点病院　　　352か所（うち特例型12か所）
特定領域がん診療連携拠点病院　１か所
地域がん診療病院　　　　　　　59か所
　　　　　　　　　　　　　　　合計463か所
※特例型は、指定要件を満たしていない場合に１年の期間を定めて指定される。

令和7年４月現在

第15回がん診療提供体制のあり方に関する検討会資料１より抜粋

がん診療連携拠点病院制度

・ 	全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、がん医療の均てん化を目指して、各都道府県において整備する。
・ 	都道府県知事が推薦する医療機関を指定の検討会の意見を踏まえて厚生労働大臣が拠点病院等として指定する。

表7

がん相談支援センターにおける就労支援
がん相談支援センターは、相談支援を行う機能を有する部門であり、がん診療連携拠点病院等に設置されている。
がん患者や家族等が抱える医療や療養等の課題に関する相談支援を行い、就労支援に関する相談も対応している。

① がん対策推進基本計画における治療と仕事の両立支援
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第一部 基調講演 厚生労働省における両立支援の取り組み及び患者の求める両立支援

先程来、申し上げているがん診
療連携拠点病院等に対して毎年、
現況報告書にて提出していただい
ているデータから、がん相談支援
センターからの相談内容の件数を
まとめています（図5）。医療費・生
活費・社会保障制度に関する経済的
な相談が最も多くなっていて、次
いで在宅医療やがんの治療に関す
ることが多くなっています。就労
支援に関する項目も設けられてい
て、ここ数年の傾向を見ますとこ
の項目は増加傾向にあります。
表8は、がんに関する情報提供

を行うサイトとして国立がん研究
センターが運営する「がん情報
サービス」についてお示ししてい
ます。患者さん、ご家族、医療従
事者など、皆様が正しく信頼でき
るがん情報を収集するにあたりご
活用いただけるサイトとなってい
ます。

このサイトの中でがんと仕事に
関するページも掲載されています。

ここからは、がんに関する治療
と仕事の両立支援を推進するため
の事業などについてご説明いたし
ます。様々な取り組みがあるとい
うことを知っていただければと思
います。まず「がん患者の就労に
関する総合支援事業」についてご
説明いたします（表9）。がん診療
連携拠点病院等に社会保険労務士
などの就労の専門家、あるいは両
立支援コーディネーターの研修を
受講した相談支援員を配置し両立
支援を行うことで、がん診療連携
拠点病院等に対し、その取り組み
を補助するようになっています。

図5

表8

表9

がん相談支援センターにおける相談内容（令和5年）

がん情報サービス

がん患者の就労に関する総合支援事業
（がん診療連携拠点病院機能強化事業内）
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次に「長期療養者就職支援事業」
については、ハローワークとがん
診療連携拠点病院等の医療機関が
協定を締結して就職を希望される
方に対する相談支援のための事業
となり、ハローワークの職員の方
が相談支援センターなどで出張相
談を行う内容となります（表10）。

続いて「職域におけるがんの普
及啓発」の取り組みとして、「がん
対策推進企業等連携事業（がん対策
推進企業アクション）」というもの
があります（表11）。がん検診やが
んに関する普及啓発を目的とした
事業ではありますが、就労支援、
両立支援の情報についても発信を
しています。

ここからは、がん以外の疾患も
含む両立支援の国の取り組みにつ
いてご説明をしていきたいと思い
ます。今年度、労働施策総合推
進法が改正されましたので、その
ご紹介をさせていただきます(表
12)。

これは、治療をしながら仕事を
する労働者の方々が年々増加して
いることを踏まえて、治療と仕事
の両立支援ガイドラインによる事
業主の取り組みの更なる促進を図
ることとし、事業主に対して、職
場における治療と就労の両立を促
進するために必要な措置を講ずる
努力義務を課すということが示さ
れています。この情報についても
今後ともご確認いただければと思
います。

表10

表11

表12

長期療養者就職支援事業

職域におけるがんの普及啓発

労働施策総合推進法の改正
（治療と仕事の両立支援の努力義務化）

・ 労働施策総合推進法等の一部を改正する法律（令和7年法律第63号）により、事業主に対し、治療と仕事の両
立支援の取り組みを努力義務化。（施行期日：令和8年4月1日）

① がん対策推進基本計画における治療と仕事の両立支援
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両立支援については、表13にお
示ししている内容についても取り
組みを進めています。この後に、
これらの取り組みについてご紹介
していきます。

まず治療と仕事の両立支援ガイ
ドラインがあります(表14)。これ
は周知啓発のもので、事業場にお
ける両立支援のための取り組み事
項をまとめたものです。両立支援
のための環境整備に関する内容や、
個別の両立支援の進め方について
の記載があります。このガイドラ
インに合わせて、企業と医療機関
の連携によってより適切な両立支
援の実施が可能となるよう企業と
医療機関連携マニュアルなどもあ
ります。

次に産業保健総合支援センター
について説明いたします（表15)。
産保センターは、労働者健康安全
機構で産業保健関係者を支援する
とともに事業主等に対して職場の
健康管理への啓発を行うことを目
的として全国47都道府県に設置さ
れています。

表13

表14

表15

治療と仕事の両立支援対策

治療と仕事の両立支援ガイドライン

産業保健総合支援センター ※全国47都道府県に設置

・ 治療が必要な疾病を抱える労働者が、業務によって疾病を増悪させることなく、適切な治療
を受けながら就労を続けられるよう、事業場における両立支援のための取組事項をまとめ
たもの
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両立支援コーディネーターは、
両立支援コーディネーター基礎
研修を修了した方になります(表
16)。 患者さんである労働者に寄
り添いながら継続的な相談支援を
行うこととしており、それぞれの
立場における支援の実施及び関係
者との連絡調整を役割としていて、
労働者の方が働く中で関わる様々
な場に配置されています。企業、
医療機関、相談支援機関等に配置
されている両立支援コーディネー
ターが、連携しながらサポート体
制を構築するトライアングル型支
援が進められています。

医療機関における両立支援の取
り組みについては、その取り組み
が診療報酬として認められてい
まして、「療養・就労両立支援指導
料」を算定することができるよう
になっています（表17）。外来患者
さんで、がん、脳血管疾患、肝疾
患(慢性経過)、指定難病、心疾患、
糖尿病、若年性認知症に罹患して
いる方が対象になっています。

続いて、地域両立支援推進チー
ムについてのご紹介をさせていた
だきます。これは地域における関
係者がネットワークを構築し、互
いの取り組みを効果的に連携さ
せ両立支援の推進を図ることを目
的に活動を進めています。各労働
局で設置されているものです(表
18)。

表16

表17

表18

両立支援コーディネーター

診療報酬「療養・就労両立支援指導料」

地域両立支援推進チーム

・ 入院中の患者以外の患者であって、がん、脳血管疾患、肝疾患（慢性経過）、指定難病、心疾患、糖尿病、若年性
認知症に罹患している患者が対象となる。

・ 初回800点（情報通信機器を用いて行った場合：696点）、2回目以降400点（情報通信機器を用いて行った場
合：348点）、初回を算定した月から起算して３月を限度として、月１回に限り算定。（相談支援加算：50点）

① がん対策推進基本計画における治療と仕事の両立支援
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第一部 基調講演 厚生労働省における両立支援の取り組み及び患者の求める両立支援

様々な取り組みについてご紹介
させていただきましたが、このよ
うな内容が掲載されているポータ
ルサイトとしては、「治療と仕事の
両立支援ナビ」というものがあり
ます(表19)。これも併せて一度ご
確認いただければと思います。

表19

治療と仕事の両立支援ナビ
厚生労働省が運営するポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」において、事業者の方、労働者（患者）の方、
医療機関の方、支援機関の方にとって役立つ、治療と仕事の両立支援に関する総合的な情報を発信している。

（https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/）。

治療と仕事の両立支援の意義

最後に、治療と仕事の両立支援
の意義について説明をさせていた
だきます(表20)。

まず、労働者にとっての意義と
して、何らかのご病気に罹られた
としても、その病気を悪化させな
いように適切な治療を受けながら
お仕事を続けられたり、自らが働
き方を選択し決定しやすい状況が
整えられることで、自分らしい生
活を送ることができる可能性が高
まるものと思います。

事業者にとっての意義は、労働
者の健康確保とともに継続的な人材を確保し、労
働者のモチベーションの向上による人材の定着や
生産性の向上、さらには「健康経営」や社会的責
任（CSR）の取り組みとして、多様な人材の活用に
よる事業の活性化という内容が期待されるものと
なります。

医療関係者にとっては、仕事を理由とする治療
の中断や、仕事の過度な負荷による疾病の増悪を
防ぐことにより、その疾病の治療を効果的に進め
ることが可能となります。

最後に社会にとっての意義ですが、労働者が疾

表20

治療と仕事の両立支援に取り組むことの意義

病を抱えた場合にも、それぞれの状況に応じた就
業の機会を得ることが可能となり、全ての方が生
きがいや働きがいを持って活躍できる社会の実現
に寄与することが期待されます。

本日ご説明させていただいた内容についても、
適宜、厚生労働省のホームページや自治体に最新
の情報などをご確認いただきたいと思っています。

今後も両立支援の取り組みを推進してまいりた
いと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願
いいたします。

以上となります。ご清聴いただきありがとうご
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ざいます。

●加藤（座長）　ありがとうございました。厚生労
働省の取り組みも年々細かくなっていて素晴らし
いと思いました。

一つ質問がありまして、治療と仕事の両立支援
の努力義務化ですが、中小企業や全ての事業所を
含めてということは決まっているのでしょうか。

●川口　今まさに検討を進めているところで、ガ
イドラインは示されているのですが、今後は今年
度中に指針を出すこととなりますので、そこで議
論していくことになると思っています。

●加藤　分かりました。大変ありがとうございま
した。

① がん対策推進基本計画における治療と仕事の両立支援
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働くことの社会的価値を考える
～相談支援15年の経験から思うこと～

今回は、貴重な機会をいただき
ありがとうございます。私からは、
患者当事者の立場から、あるいは
相談支援の前線にいる立場として
お話をさせていただこうと思って
います。

まず最初に、がんの本人告知の
状況が以前と比べて変わってきた
ということで、「越境のコミュニ
ケーション」と私たちは言ってい
るのですが、その中で出てきた問
題を少しお話しさせていただき、
その後に、今は外来中心の治療に
なっていますので、そこでどのようなことが私た
ち患者の心理の中で起きているのか、そこで会社
としてどのような風土づくりが今は求められてい
るのかということについて、少しお話をさせてい
ただこうと思っています。

最初に自己紹介です(表1)。私自身は20年前に
がんを体験しました。当時は30代だったのですが、
仕事的には色々なキャリアを順調に積んでいた時
で、言うならば「イケイケどんどん」という感じ
です。まさか病気をするなどとは思っていません
でした。ところがいきなり病気だという診断を受
け、「世界が変わる」というような経験をしました。

抗がん剤治療なども一通り終えて復職した時に
「ああ、自分はだめかもしれない」と一番最初に思っ
たことは、実は、交差点で信号が変わって、私も

はじめに－自己紹介から

表1

基調講演②

桜井 なおみ一般社団法人 全国がん患者団体連合会 理事 
一般社団法人CSRプロジェクト 代表理事

会社に行かなければならなかったのですが、向か
い側から多数の会社員の方が私の目の前を争うよ
うに歩いてくるのを見てしまった時です。私はこ
の歩く速さには合わないということを痛感してし
まいました。それは今も交差点を見るたびに感じ
ています。

当時は、若年がん、AYA世代でもありましたの
で、非常に孤独感や孤立感も感じました。また当
時は、仕事に行くことに関して相談する場所が全
くなかったので、それならば自分たちで始めよう
ということで、電話相談や、今は絶版になってい
ますが、『がんと一緒に働こう』という本を出した
りしました。50人ほどのがん体験者の方と、どう
したら両立支援ができるのかということと新規の
就職時にどうしたら良いのかという内容のもので
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す（図1）。
相談支援はだいたい15年ほど経

ちますが、一回だけ、5年目の時に
図2のような調査を行い、私たち
が私たちなりにやっていることは、
皆さんに届いているのかというこ
とを調べました。

その時に非常に感じたのは、相
談に対して答えを出すことが必ず
しも正解ではないのだということ
です。やはり気持ちに寄り添うと
いうことがご本人にとって一番重
要なことなのだということで、ピ
アサポーターの意義というような
ものをこの時に強く感じました。

図1

図2

② 働くことの社会的価値を考える ～相談支援15年の経験から思うこと～

家族告知から本人告知へ

なぜこのような問題が色々と出
てきているのかと言いますと、日
本におけるがん患者さんへの病名
の告知率というものがあります(図
3)。結構驚きます。1980年のやや
前、実はご本人に告知していたの
は14％しかありませんでした。非
常に低かったのです。振り返って
みますと、私の親戚などを考える
とやはり最後まで言わずにいたと
か、あるいは医師の方から家族と
してはどのように本人に告げます
かというように、本人に言っても
いないのに、まず私たち家族の方

図3

日本におけるがん患者への病名告知率の推移
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に答えを求められるということがあったのがこの
時代だと思います。

抗がん剤の種類や治療薬も確かに色々と厳しい
ものが多かったので、まだ治すこと、あるいはが
んとともに生きることが難しかった時代ではな
かったのかと思います。これは途中で裁判等々が
あり、本人に病名を言わないのは告知義務違反だ
となったことで、一番最近のものでは、本人告知
は、おそらく80～90％ほどになっていると思い
ます。それでも100％ではないのです。

古いところでは、池田首相の時
の話です。政治家の方はなかなか
ご自身ががんサバイバーだとは言
いません。池田首相には本人に告
知は全くされず、最終的に亡くな
られるのですが、初めて社会に公
表されたのは10月25日でした。
このことは本などにも色々書かれ
ていますが、こういう時代があっ
たのだということです。

こういう経緯から、私は日本あ
るいは世界における、がんに対す
るイメージの悪さというものを
ずっと引きずり続けているのでは
ないかと思います。

がんという言葉についての比喩はたくさんあり、
がんと言うと、排除すると言いますか、あちら側
とこちら側を区別するのです。そして取り除こう
とします。確かに医学的には取り除かなければい
けないのですが、X（エックス）に上がっていたもの
では、「職場にがんのようなヤツがいる。どうにか
ならないか」というコメントですが、ベストアン
サーは「あなたが辞めればいい」というもので、
そのとおりだと思いました。がんという言葉は比
喩としても、病気になったのはあなたの責任だと
思わせるようなイメージは変えていかなければい
けないと思っています。

たとえばチャットGPTで「がん」という言葉を
入れると、遺伝子情報なども入ってきて、まだま
だ世間の方のイメージ、この会場の外にいる色々

な方々の持っている「がん」に対するイメージは、
やはりまだまだそう変わってきてはいないという
ことを、私たちは実感しておかないといけないと
思っています。したがって「がん検診を受けない
理由」(図4)についても、やはり「がんが怖い」と
いう理由が上がります。もっともっと社会を巻き
込んでいく必要があると感じています。なぜなら
ば、私たちは非常にたくさんのお金を失っている
からです(表2)。まず、がんになり受療することで
お金を失います。その後で仕事を辞める、離職す
ることで、納税者ではなくなります。私も参加し
た2011年の厚労科研で出した労働損失1兆1,424
億円という数値は、今はもっと大きくなっている
と思います。この年の働く世代の人たちのがんの
医療費も同じぐらいの1兆円弱でしたので、まだま
だみんなが働けば、がん医療費は無料になるので

表2

図4

がん検診を受けない理由
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はないかというほどのインパクトのある大きな数
値でしたが、これだけ大きな社会課題なのだとい

うことを、日本人皆が持っていることが大事だと
いうことです。

心と体の変化曲線

入院型医療から外来中心型医療になって、今は
どのようなことが起きているのかということで、
表3のような調査もしています。

患者さんが一番落ち込むタイミングはどこで
しょうか。「診断直後」「入院中」「外来通院中」「治
療終了後、経過観察、復職時」「5年以上経過し寛
解時」とありますが、皆さんはどのタイミングだ
とお思いでしょうか。これは私たちが何度も調査
しているものなのですが、実は毎回、同じ結果が
出てきます。どこかと申しますと

「外来通院中」です。実は少し前の
労働科研でやったものでは「要精
密検査」というところが非常に大
きく落ち込んでいます。やはりが
んのイメージは「不安・怖い」だと
いうことです。
図5は、心と身体の変化を見た

ものです。がんはなぜ怖いかと言
いますと、初期症状がほとんどな
く、いつの間にか「えっ！？」と
なるので、「診断直後」身体は動く
のですが、心は落ち込みます。た
だ、実は数値で見ると、一番落ち
込むのは「外来通院時」です。なぜかと言いますと、
気持ちは沈んでいますし薬物療法が入ってきてい
るので体調も今一つの状態にあるためです。がん
の薬は飲んですぐには効かず、効き目が分かるの
は5年後や10年後なので、薬物療法をはじめて、
髪の毛が抜ける、爪の色が変わる、湿疹が出るな
どの副作用が出てきた、やはり元には戻れない、
息切れがしたりなどの色々な問題が出てくるのが

「外来通院時」で、身体と心が重なってきて最も落
ち込むのがここだということです。

それでもここで復職して、職場で言われるのは
「治ってよかったね」ということで、いやいや、ま

図5

表3

がん経験者の心の変化に関する調査

だ全く治っていないし、これから薬が始まるとい
うタイミングなのにと思うわけです。ただここで2
つのグループに分かれるということも分かってき
ています。がんになった後に「好調になる人」が
います。落ち込んだのですがそれで好調になる。
PTSG、心的外傷後成長と言われるものです。震
災や事故など色々なことで見られると思います
が、大きな出来事を自分にとっての成長に繋げら
れる人たちです。がん患者会をやっている人たち
は、皆さんこういう方たちが多いです。私自身も
そうです。がんになったことは嫌なことなのです
が、ならなかったよりは自分の人生経験としては

② 働くことの社会的価値を考える ～相談支援15年の経験から思うこと～
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良かったのではないかと思ってい
ます。こういう人たちが、だいた
い7割ぐらいいます(図6)。3割ほ
どの人はずっと下がっていきま
す。一回も上がってきません。な
ぜかと言いますと、がんになる前
の自分に対する評価が非常に低い
のです。皆さん自身が自分の働き
方、生き方についてどのような満
足度を持っているかという、やは
りそういうことが非常に重要だと
いうことが、この調査からも出て
きます。好調な人は、社会との関
わりも含めて全てが右肩上がりな
のです。不調群の人たちは全てが
逆転しています。より深く落ち込
むのは、お金の問題、家族との関
係性、仕事のことなどです。仕事
を失うということは、自身のアイ
デンティティに関することで、自
分はこの世界に生れてきてなぜ存
在しているのかという意義をひっ
くり返されてしまうことになるの
で、非常にインパクトが大きいも
のだということになります(図7)。
これを肯定していく時の支えにな
る何かのヒントがあるかと聞きま
すと、「家族」が上がってきます(図
8)。今は家族もいない人が増えて
きていますが、他には何があるか
と言いますと、周囲の人、友人や
医療者の方々、職場の同僚なども
そうですが、色々な人たちが支え
になっています。社会との関わり
を掴めなかった人たちが落ち込ん
でいて、自己肯定できない人たち
がいるということです。

これを深掘りしていくと、色々な社会保障制度
が今はたくさんあると思います。時差出勤などの
制度も多様性の中で広がってきているところです

が、患者さんたちに聞きますと、支援は何も無かっ
たと言っておられます。健康経営の評価制度も大
変進んでいますが、制度が有るということと実態

図6

図7

図8
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は一致しません。なかなかこの
ギャップは埋まっていません(図
9)。なぜこういう背景があるのか
と言いますと、今は企業も一生懸
命に多様性の文脈から職場づくり
をやっていて、センスオブビロン
ギング、自分の居場所が職場にあ
るのか、自分の意見をきちんと聞
いてくれるのか、自分はチームの
メンバーとしてきちんと役割をも
らえるのかといった、こういうと
ころの存在感はとても重要なこと
です(表4)。ただ、こういう意識
が持てるのは正社員の方たちで、非正規雇用の方
たちはどうなのかと言いますと、そういう感覚は
薄くなってしまうと思いますので、私たちが社会
側として、この感覚を維持していくことが大事な
のではないかと思います。

図9

表4

「支援がなかった」回答者の多さ ＝ 情報の不在・混乱

企業内ピアサポーターの育成と企業連携

私たちは今、企業内ピアサポー
ターの育成を行っています。なぜ
この育成を始めたかと言いますと、
職場の中で心理的な安全性をどん
どん作っていきたかったからです。
心理的安全性の一番の象徴が、が
んだと言われました。なぜかと言
いますと、先ほど紹介したように
スティグマがたくさんあるからで
す。「がんである」と職場で言える
ようになれば、あらゆる困難は、
職場で全て言えるようになると人
事の方から言われたのです。病気も介護もそうで、
自分の困り事を言えるようになる。「がん」という
のは一番言いにくい病気で、それが言えるように
なるのなら、おそらく職場の心理的安全性、多様

性も、みな確保できるのではないかという物差し
になるのです。それならそういう場所をどんどん
作っていこうということで、育成活動を始めていっ
たということです(表5)。

表5

② 働くことの社会的価値を考える ～相談支援15年の経験から思うこと～
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特に同じ会社の中にいると、就
業規則は一緒ですから、いざ自分
が困った時にどういう規則を使え
ばいいのか、どういう風に組み合
わせていけばいいのか、どういう
書類が必要だったのかを、仲間に
聞くのが一番簡単なのです。こう
いうことをやると、人事の方はイ
ントラネットに上がっていますと
よく言われるのですが、イントラ
ネットも最近は非常に深くてなか
なか分かりません。それよりも同
じようなことを経験した人に聞い
た方が早いということで、今は、
間を繋ぐような人たちを育ててい
るということです(図10)。

非常に関心を持ってもらえてい
て、当初は4社から始めたのです
が、今は、15社ほどに拡がってき
ています。毎回、合同研修会を開
催していて、コロナの間にはオン
ラインで開催しましたが、100社以
上の方が集まり、みんなでどのよ
うにしていけばいいのかコミュニ
ケーションについて学んだりしま
した。今は対面に戻し、少し数は
下がりましたが60社ほどで、みん
なでこういうことをやっています
(表6)。

この背景にあるのが、実は飛行
機事故を契機としたピアサポート
の仕組みです。飛行機会社さんは
ピアサポートをやっていて、特
にパイロットの方にやられていま
す。なぜかと言いますと、ジャー
マンウイングス9525便の墜落事
故ということがあったからです(図
11)。覚えていらっしゃる方はい
ますでしょうか。労災やメンタル
ヘルスをやられている方は覚えて

図10

表6

図11

ワーキャンズ！
～ワーキング・ピア・サポーターズの役割～
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おられる方もいるかと思いますが、
これは2015年にバルセロナ発の
ブリティッシュエアラインの飛行
機で起きた事故です。飛行機には
操縦士さんと副操縦士さんがいま
すが、メインの操縦士さんがトイ
レに行きたくなったので、トイレ
に行くからと副操縦士に操縦桿を
預けて出たのですが、戻ろうとし
たらドアが開かない。みんなでド
アをノックしても開かない。「えっ、
どうした！？…」となっていたら、
副操縦士の人が操縦桿を下げてし
まい、フライトレコーダーを見る
と乗客もろとも墜ちたという事件
です。なぜそうなったのか、実
は副操縦士の人がメンタルヘルス
を病んでいたということが後で分
かったのです。

こういうことが起きてしまった
ことから、辛いということが言え
る職場づくりが大切だと、今、欧
州では、パイロットに対してはピ
アサポートをやりなさいというこ
とが推奨されています。実は、飛
行機会社の人は全てが同じ会社の
人ではありません。整備員の方は
アウトソーシングされています。
地上業務員の人、オペレーター、管制官、みな違
う企業なのです。その人たちが、飛行機事故が一
度起きると、みな罪悪感を持ち、自分が事故を起
こしてしまったのではないかと心にフタをしてし
まう。話ができなくては、事故の原因解明も進ま
ない。それをどうしようかということで、今はこ
うした社内ピアサポートが、この事件を契機に行
われるようになったということです。実はジャパ
ンエアラインさんは、これをずっとやっています
し、会社のトップの社長さんがこれをトップの人
事重点事項として挙げています。

今は、飲酒の問題などもありましたので、CAさ

んをはじめ、航空会社や物流関係の人たちも参加
をして取り組んでいます。実は職場でピアサポー
トをすることで離職率がゼロになったのです。し
たがって会社の中でもこうした泣き言や愚痴を言
える環境を作っていくことは非常に重要なのでは
ないかということから、私たちはワーキングピア
サポーターを養成し、こうした活動をしています
(図12)。

どのようなコンピタンシー、スキルが必要かな
ということで表7にあるように10のスキルを作り、
オンラインと対面研修でやっていますが、これを
研修前後で評価をしたら、ちょっと面白いことが

図12

表7

ワーキング・ピア・サポーターの意思決定支援の流れ

職場がん啓発ピアサポーター制度のスキル

② 働くことの社会的価値を考える ～相談支援15年の経験から思うこと～
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ありました。前後では、当然全て
のスキルが上がったのですが、特
に上がったのは、表8「Ｑ7」にあ
るような、繋ぎ方を学ぶことがで
きたということです。たくさんの
方々が私はサポートできますと手
を挙げてくださっていますが、な
かなか外と繋がれていないという
ことがあります。そこで「繋ぎ方
を提案できる」とか、あるいは

「Ｑ8 安心して相談ができる環境
づくりのために、順守すべき制度
やルールの内容を知っている」と
いうことが、制度やルールはこう使えば良いとか、
あるいは、これは子育てにしか使えないが頑張れ
ばがんにも応用できる、というように、それなら
そのようにして使った人はいないかとか、使いに
くいルールを会社内で探そうとか、そのような工
夫をみんなで探す、といったことを学ぶことがで
きました。つまり制度というのは、作ることがゴー
ルではなくて、人に合わせて運用していくことが
大切なのです。踏み台が1段必要な人と3段組が必

表8

研修の評価について（コンピタンシーの獲得）

要な人をきちんと理解して設けていくことが大事
だということが分かってきたと思っています。

今は本当に色々なところで両立支援は、がんと
言うよりはダイバシティの文脈の中で非常に進ん
できたと思っています。ほとんどの企業では、今
はDE＆インクルージョンというところもやられて
いる。ただ一生懸命にやっても、どうしても指の
隙間から落ちている人たちがいると私は思ってい
ます。

まとめ

図13は、SDH（Social Deter-
minants of Health）と言いまし
て、健康の社会的決定要因として、
国際的にも今非常に注目されてい
る概念です。日本ではどうかと言
いますと、両立支援でもリモート
ワークでもそうなのですが、支援
から落ちているのは、やはり非正
規雇用の人たちなのです。

ここをどうしていくのかという
ところを考えていくことが次のス
テップです。企業内の正規社員の
がん検診受診率は100％になって
も、それなら非正規雇用の人たち
にそういう環境を提供しているか 図13

健康の社会的決定要因
（Social Determinants of Health: SDH）
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ということです。そういう小さな
ところで、私はもう一歩歩進んで
考えていただきたいと思っていま
す。経済的な理由により治療を止
めている人は、表9にあるように
40歳以上の正社員の男性です。な
ぜかと言いますと、高額療養費制
度の問題があるからで、したがっ
て私たちは高額療養費制度の変更
に反対をしたのです。

ぜひ皆さんもこうしたデータを
眺めながら、どこにまだまだ光が
届いていない人たちがいるのかと
考えていただき、こういうものをこれから皆さん
と一緒に解決できれば良いと思っています。

以上です。ありがとうございました。

●加藤(座長)　桜井様、大変貴重なお話をあり
がとうございました。桜井様はがんの両立支援に
ついて長年やってこられたのですが、ピアサポー
ターは、航空会社の話もありましたが、産業保健
全体と言いますか、もっと職場の中で相談したり
制度を作ったりという発展をしていくという見方
でよろしいのでしょうか。

●桜井　そうですね。ピアサポーターという名前
でなくてもいいと思っています。コミュニティを
作っていくことが大事なのではないかと思ってい
ます。今、企業でやっている背景には、コロナが
一番大きな影響を及ぼしています。あの時にはみ
な出勤制限がかかり、特に若い人たちはみなメン

表9

日本にもある健康格差

タルが落ちました。リモートでサポートするよう
になり交流会を開くようになったという企業さん
は結構あります。したがってそこにがんを掛け算
しました。あるいはがんだけではなく、難病や家
族だけのグループなども今は巻き込んでいるとい
う感じになっています。

●加藤　ありがとうございます。また比喩として
「がん」という言葉もまだ世の中で使われているの
ですが、そういうものも気をつけてもらいたいな
ということも改めて分かりました。どうもありが
とうございました。

第一部では、厚生労働省の川口様、また、ただ
今の桜井様から貴重なお話をいただきました。

以上をもちまして、前半の基調講演を終りたい
と思います。皆様、ありがとうございました。

② 働くことの社会的価値を考える ～相談支援15年の経験から思うこと～
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第二部 基調講演 医療機関等における両立支援の取り組み

ただ今ご紹介にあずかりました独立行政法人労
働者健康安全機構特任研究ディレクターの嶋田と
申します。よろしくお願いいたします。

それでは、講演第二部「医療機関等における両
立支援の取り組み」を始めさせていただきます。

第一席が、神奈川産業保健総合支援センター労
働衛生専門職の新名早苗様から「フロントランナー
のサポーターとして ～病院との連携で進める両立
支援～」です。

続いて第二席は、大阪府社会保険労務士会がん
患者等就労支援部会部会長の楢原悦次様から「大
阪府社労士会のホットライン事業 ～医療機関と連
携した両立支援の取り組み」です。

続いて第三席は、東京労災病院治療就労両立支
援センター両立支援部長の加藤宏一先生から「東
京労災病院での両立支援の関わり方」ということ
でご発表をお願いします。

以上、順にご講演をお願いいたします。

基調講演③ ⑤〜

医療機関等における両立支援の取り組み
—座長のことば

独立行政法人 労働者健康安全機構 特任研究ディレクター　嶋田 紘
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全国各都道府県にある産業保健
総合支援センター（略：産保セン
ター）では、治療と仕事の両立支援
に関する相談対応を行っています。

窓口としては、2通りあります。
まず産保センターでは、事業者や
企業の人事労務担当者、産業保健
関係者や患者さんからの相談に応
じています。もう一つは、医療機
関に両立支援出張相談窓口を設置
しています。神奈川県の場合には
医療機関からの要請に応じて相談
があった時に、メンタルヘルス対
策両立支援促進員を随時派遣する
形をとっています(表1)。
図1は、神奈川県内の出張相談

窓口の設置状況です。神奈川県健
康医療局保健医療部がん・疾病対策
課のご協力のもと、令和7年3月
時点で県下全てのがん診療連携拠
点病院、神奈川県がん診療連携指
定病院の33病院に加え、神奈川リ

相談対応の体制

フロントランナーのサポーターとして
～病院との連携で進める両立支援～

神奈川産業保健総合支援センターで両立支援を
担当している労働衛生専門職の新名早苗と申しま
す。

本日は、医療機関で患者さんの就労を支援する

はじめに

神奈川産業保健総合支援センター 労働衛生専門職　新名 早苗

表1

図1

治療と仕事の両立支援に関する二通りの相談対応

神奈川産業保健総合支援センターの
治療と仕事の両立支援出張相談窓口について

看護師やメディカルソーシャルワーカーの方々と
の連携について、当センターでの取り組みをご案
内いたします。

③ フロントランナーのサポーターとして ～病院との連携で進める両立支援～

基調講演③
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次に産保センターで受ける相談
の傾向をご紹介します。産保セン
ターで受けた相談先の業種が図3
です。医療・福祉業が最も多くなっ
ています。この中には医療機関で
の出張相談窓口での相談も含まれ
ています。

相談を疾患別に見たものが図4
のグラフになります。過去3年間
とも「がん」が最も多いというこ
とが分かります。その他の疾患の
主なものとしては、「メンタルヘル
ス不調」、「糖尿病」、「コロナ罹患後
症状」などがあります。

また相談内容としては、最も件
数が多い「その他」では、離職し
た場合の雇用保険や健康保険制度
のこと、解雇や配置転換などの労
働条件の問題、休職に関すること
や他機関を紹介するケースなどが
含まれます。その次に「復職に関
する事項」、続いて「治療中の働き
方」「利用可能な支援制度」となっています。利用
可能な支援制度の内容としては、傷病手当金や障

ハビリテーション病院の計34医療
機関と治療と仕事の両立支援の出
張窓口の連携拠点を設けて協定を
締結し、出張相談ができる体制に
なっています。
図2の両立支援カードは、平成

29年度から当センターが県下の医
療機関、行政機関、医師会などに
配付してきました。カードスタン
ドも作り、医療機関の患者相談窓
口に置いていただいています。

今でも時々、このカードを見て
電話しましたという患者さんがいます。

図2

図4

両立支援カードの配付

神奈川産業保健総合支援センターの相談の内容について

相談の現状・内容など

図3

神奈川産業保健総合支援センターへの
相談者の所属先業種について

害年金などの社会保障制度、経済的支援に関する
ことがメインになります。
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相談対応をする中で産保セン
ター、医療機関、患者の立ち位置
から見た時に見えてくる特徴があ
ります。

まず医療機関ですが、当然です
が、患者の状態や疾患の治療内容
を最も早く把握し、早い段階から
仕事との両立の意向を確認するこ
とが可能だということです(表2)。
ただ一方では、発症期は、どうし
ても治療方針決定が最優先になり
ますので、仕事の両立を申し出る
患者さんは限られるようです。積
極的に取り組む医療機関では、ガ
イドラインの勤務情報提供書や主
治医意見書を医療機関独自様式に
アレンジして作成し、チームで両
立支援に取り組んでおられて、そ
ういう医療機関は年々増えてきて
いると感じています。必要に応じ
て主治医やMSWの方が実際に所
属事業場の上司や産業医と連携し
ている病院もあります。

次に産保センターへの相談の特徴ですが、もと
もと事業者の産業保健活動の支援機関であること
から、何より事業場の産業保健や労務管理の実情
を踏まえた助言が可能だということです(表3)。産
業医が選任されている事業所なのに産業医面談を
一度も実施していなかったり、産業医がいても意
見を聞いていないという事業所の例も多く見受け
られます。メンタルヘルス対策・両立支援促進員の
先生方は、事業所の顧問や行政機関での相談対応
など経験が豊富で、かつ治療と仕事の両立支援に
熱意を持って携ってくださっています。

また事業者側からの相談で、特にがんなどの疾
病を持った社員への相談に関しては、復職や両立
支援に抵抗感があると言うよりも病状への理解の
不足や患者さんとのコミュニケーションの取り方

各立ち位置から見た相談の特徴

表2

表3

働くがん患者からの相談から見えてくる特徴(立ち位置面から)

働くがん患者からの相談から見えてくる特徴(立ち位置面から)

の問題であったりする印象を持ちます。
ただし、病気になったことを理由にいきなり解

雇や退職を迫るという事業所は、わざわざ産保セ
ンターに相談をしないという側面もありますから、
まだまだそういう事業者も実際にはおられるかも
しれません。ただ来年度以降は法的な裏付けもで
きることから、事業者の意識も変わっていくので
はないかと期待しています。

実際の事業者からの相談で、ガイドラインの流
れを説明することで、担当者が納得し、「よく分か
りました。この通りにやってみます。」ということ
で、産保センターへの支援を受けるまでもなく独
自に対応していらっしゃるというケースもよくあ
ります。

そういうことから産保センターでは事業者向け

③ フロントランナーのサポーターとして ～病院との連携で進める両立支援～
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のアプローチは非常に重要だと
思っています。
表4は、患者さんの相談の特徴

です。相談の時期としては、発症
期より、治療方針が決まり休む必
要が出てくるタイミングや、休職
している場合は、休職期間満了で
退職となってしまうという連絡を
職場から受けてギリギリのタイミ
ングで相談に到るケースが多いと
いうのが実情です。治療期間が長
引くと治療費負担も続くことから、
利用可能な社会保障制度などの経
済的支援の相談は、ほとんどが患
者さん側からになります。

またこれは止むを得ないことなのですが、職場
の直属の上司が、必ずしも労務管理面でも万能で
はない場合もあります。患者さんは疾病を抱えた
状況で気持ちも落ちているところに職場の上司と
の人間関係的な部分も影響し、口頭だけのやり取
りだけで、社内の制度や規程を確認できないまま
想定以上の不安を抱えるケースも多くあります。

さらに患者さんを取り巻く家族状況や生活環境
が困難を抱えていたり、その人の人生観が様々な
判断に影響を与える場合もあります。その方にとっ
て仕事を続けることが正解にならないケースもあ

表4

働くがん患者からの相談から見えてくる特徴(立ち位置面から)

りました。
このように相談を受ける立ち位置の違いを理解

し、特徴を踏まえて対応することが大切です。
神奈川県では、自治体としてがん患者向けの社

会保険労務士の派遣事業も行っていて、医療機関
では、産保センターの両立支援の出張相談と県の
社会保険労務士の派遣事業の違いもよく分からな
いまま協定だけ結んでいるという背景もありまし
た。そこで令和2年度から神奈川県がん診療連携協
議会、相談支援部会に何回かオブザーバーとして
参加させていただきました。
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各医療機関の相談支援機関の会
員に産保センターについてのアン
ケートをとっていただきました。

その結果、産保センターではど
のような支援をしているのか、医
療機関とはどのような連携ができ
るのか、派遣社員や契約社員など
雇用形態の違いや、退職後の方は
どうなるのかという相談対象者の
ことや、病院からは相談ができる
のですかということや、患者が産
保センターに相談して不利にはな
らないのか、複数回の相談も可能
なのかということなど色々な質問
が出ました(図5)。

こうした質問から医療機関の相
談窓口の方が産保センターのこと
をよく知らないことが分かりまし
た。そのために産保センターの支
援内容を知っていただき、がん患
者の就労支援の場でもっと活用し
ていただけるよう産保センターの
事業説明の機会をいただきました。

全国の都道府県にある産保セン
ターではどこも同じような支援を
行っていますが、神奈川産業保健
総合支援センターで作っているリーフレットで「個
別訪問支援」「事業者啓発セミナー」「個別調整支援」

「窓口での相談対応」という4つの支援メニューを
説明しました(図6)。

本日ご参加の皆様にもよく分からないという方
もおられるかもしれませんので、併せてご案内し
ます。

まず「1　個別訪問支援」では、「メンタルヘルス
対策・両立支援促進員」という名称で委嘱している
社会保険労務士などの専門家が企業を訪問し、治
療と仕事の両立支援の啓発研修や事業所内の体制
の整備や、休暇制度や規程の制度のサポートをし

アンケートからみた産保センターについて

図5

神奈川県がん診療連携協議会相談支援部会にオブザーバーで参加
アンケートで出た産業保健総合支援センターへの質問

図6

神奈川県がん診療連携協議会相談支援部会にオブザーバーで参加
アンケートを踏まえて産業保健総合支援センターの支援のメニューを説明

③ フロントランナーのサポーターとして ～病院との連携で進める両立支援～

ています。
「2　事業者啓発セミナー」は、行政機関や関係

機関などと連携しながら通年で事業者向けにセミ
ナーを行っています。
「3　個別調整支援」は、事業者、労働者との了

解を得た上で個別の労働者の両立支援プランの作
成をサポートしています。
「4　窓口での相談対応」ですが、これが冒頭に

紹介した相談になります。相談対象者は、基本的
には雇用されている労働者ですが、労働契約形態
に関わらず対象となることや、相談によっては複
数回の相談も可能だということ、自営業や退職後
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の方でも状況を伺って対応できる
ケースもあることで、出された質
問に答える形でメニューを紹介し
ました。

併せて神奈川産業保健総合支援
センターでは、医療機関が出張相
談窓口を活用しやすいように専用
の「出張相談窓口専用申込書」を
作成しました(表5)。ここには個
人が特定されないよう配慮すると
ともに、多忙な医療従事者に負担
を掛けないように記述部分をなる
べく少なくし、必要最小限の情報
をいただくような書式にいたしま
した。現在もこの書式で産保セン
ターにお申し込みをいただいてい
ます。

医 療 機 関 の 担 当 の 看 護 師 や
MSWから、この書式でお申し込
みの前に、こういう内容ですが相
談できますか、患者さんは今はこ
ういう状況ですが助言可能でしょ
うか、といった事前の問い合わせ
も多く寄せられるようになりまし
た。人事労務の第三者の専門家と
してメンタルヘルス対策両立支援
促進員を患者さんのキャリアカウンセリング的な
ものとしてお申し込みになるケースもあります。
医療機関からの相談割合が高くなっているのは、
こういう背景があります。

また相談の際に適格なフィードバックができる
ように、メンタルヘルス対策両立支援促進員から
必要な補足情報を提供してほしいという要請に応
じて、お申し込みされた担当の看護師やMSWに、

図7

がん相談支援センターの紹介動画で
産業保健総合支援センターを連携先として周知

表5

出張相談窓口専用申込書の作成

患者さんに勤務先の就業規則や雇用契約書などを
相談日までにご用意いただく場合もあります。
図7は神奈川県がん診療連携協議会相談支援部

会、就労支援ワーキング部会が作成した、がん相
談支援センターの動画です。神奈川県のホームペー
ジで公開されていますが、産保センターを就労支
援の連携先としてご紹介いただいています。
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それでは具体的な連携事例を2
つ紹介します。一つめは医療機関
が産保センターを紹介したケース
です(表6)。患者さんはＡ病院で
前立腺がんの治療を受け、3ヵ月
休職し、このあとに復職の予定で
したが、今後、再発や手術の可能
性もあるということで、所属先の
上司が心配し、がん相談支援セン
ターに患者さんとともに今後の治
療方針や社会保障制度等の相談に
来られました。そのやり取りの中
で復職の際の働き方については、
神奈川産業保健総合支援センター
でケアが受けられるとメディカル
ソーシャルワーカーから紹介され
て産保センターにお見えになりま
した。

早速、メンタルヘルス対策両立
支援促進員がその事業所に個別訪
問支援を行い、治療と仕事の両立
支援のためのガイドラインの流れ
や、Ａ病院の主治医の意見書に基
づく業務の配慮の内容や治療する
際の休暇の与え方、それに即した
社内規定の見直しなどの助言をしました。ここで
のポイントは、両立支援の進め方や事業所内の制
度設計は個別訪問支援を活用することで解決し、
こうした支援内容を医療機関の方が知っておいて
いただくことで事業所の負担が軽くなるというこ
とです。

産保センターでは事業所向けに「治療と仕事の
両立支援のための就業規則規程例集」を作成して
います。
表7は、二つめの事例です。患者さんはがんで

手術を受け休職中でした。主治医からはそろそろ
復職できるのではないかと言われ、ご本人も復職
したい気持ちはあるが、夜勤もあり、おまけに所

実際の連携事例の紹介

表6

表7

実際の連携事例のご紹介①
A病院が事業者に産業保健合支援センターを紹介した例

実際の連携事例のご紹介②
産業保健総合支援センターとC病院で支援を連携した例

属先の上司が新任で、傷病手当金などの手続きも
よく分からない様子で、話が通じなくて困ってい
るということで、労働局の総合労働相談に行かれ、
そこで産保センターを紹介され、電話が掛かって
きました。よく話を聞いてみるとＣ病院に通院し
ているとのことでした。実はＣ病院は県内でも大
きな病院で日頃から私どもと情報交換も行ってい
て、治療と仕事の両立支援を積極的に進めている
病院でした。がん相談支援センターに行ってはい
ないということでしたので、患者さんの同意を得
てＣ病院に産保センターから連絡し、後日、メン
タルヘルス対策両立支援促進員とともにＣ病院で
メディカルソーシャルワーカーと患者さんと面談

③ フロントランナーのサポーターとして ～病院との連携で進める両立支援～
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これまで連携事例を紹介しまし
たが、今感じている課題としては
表8のようになります。34の医療
機関と出張相談窓口の協定を締結
し、連携できる形はできているの
ですが、どうしても連携する医療
機関にバラツキが出てしまうとい
うことです。医療機関の実情も地
域や体制などで大きく違っていま
すが、できるだけ多くの医療機関
に産保センターを知っていただき
何らかのお役に立てるように、今
後も産保センターの事業内容や連
携事例を医療機関にもPRしていく
予定です。

最後ですが、医療機関は治療と
仕事の両立支援のフロントラン
ナーだと思っています（表9）。両
立支援はタイミングが遅ければ遅
いほど対処も限られてしまいます。
患者さんが最初に関わる医療機関
での支援は欠かせません。仕事を
辞めようかと悩む患者さんに「辞
めるのは何時でもできる。辞める前に相談してみ
よう。」と声掛けをして、熱い思いで先頭を走る医
療機関の皆様にとって産保センターが少しでもお

役に立てれば幸いです。
ご静聴ありがとうございました。

表8

表9

課 題

医療機関は両立支援のフロントランナー

今後の課題について

をしました。復職に向けた勤務情報提供書や主治
医意見書については、Ｃ病院が独自に作成してい
る様式でＣ病院がサポートする、事業所には産保
センターがサポートすることを確認しました。患
者さんから事業所の本部の人事担当に経緯を伝え
ていただいた上で、産保センターからガイドライ
ンの流れや患者さんが現状では、傷病手当金の手
続きで困っていることなどを説明し、本部の人事
担当者に状況を把握していただきました。

その後、Ｃ病院の主治医の意見書が出され、復
職後3ヵ月程度は夜勤を制限する旨の配慮事項が示

されました。本部の担当者から所属先の上司にも
配慮事項が伝達され、患者さんは無事に復職され
ました。傷病手当金の手続きも済みました。患者
さんは現在もＣ病院でサポートを受けながら就業
を継続されています。

ここでのポイントは、療養・就労両立支援指導料
の算定の観点で治療と仕事の両立支援に積極的に
取り組む病院が多くなっていて、医療機関での取
り組み状況の把握をしておくことで連携ができ、
患者さんに迅速かつ継続したサポートができると
いうことです。
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●嶋田（座長）　確認と質問があります。産保セン
ターと言いますと事業所と病院の両方にある程度
精通しているというイメージがあるのですが、支
援内容は基本的には患者さんと言いますか各個人
勤労者ではなく、機関、組織に対して支援すると
いうことで、病院のスタッフなどに支援するとい
うことでしょうか。

●新名　両方の場合があります。医療機関をサポー
トする場合もありますし、会社をサポートする、
患者さん個人をサポートする場合もあります。

●嶋田　スタッフの数を見ますとなかなか大変で
すね。私も神奈川産業保健総合支援センターの活
躍は、かなり前からやられていて注目しているの
ですが、このスタッフではなかなか難しいなと
思ったりすることもありまして、大丈夫ですか。

●新名　両立支援促進員として委嘱されている12
人の先生方が非常によくやってくれています。

●嶋田　もう一つですが、がんが非常に多いです
が、色々な統計を見てもメンタルヘルスやがん、
脳卒中後もありますが、やはり産保センターを介
するというのは、がんが非常に多いのは何かその
背景にあるのでしょうか。

●新名　やはりがん診療連携拠点病院との間の協
定が大きいのではないかと思います。基本的にが
ん相談支援センターに来る患者さんの医療機関か
らの申し込みが多いというのが実情です。

●嶋田　ありがとうございました。

③ フロントランナーのサポーターとして ～病院との連携で進める両立支援～
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大阪府社労士会のホットライン事業
～医療機関と連携した両立支援の取り組み～

大阪府社会保険労務士会 がん患者等就労支援部会 部会長　楢原 悦次

基調講演④

社会保険労務士について

大阪府社会保険労務士会の楢原悦次です。今日
はこういう機会を与えていただきありがとうござ
います。これが全国でできるかどうか分かりませ
んが、大阪府社会保険労務士会で、8年間試行錯誤
しながら実施してきた「ホットライン事業」につ
いてご説明させていただきます。

まずは、本日の内容です(表1)。

まずは社会保険労務士について
です。ご存じの方も多いと思いま
すが、私たちの業務は、人事労務
管理の専門家として主に中小企業
を顧問先としてその企業のコンサ
ルティング業務などを行っていま
す。個人の方で一番馴染みがある
のは、やはり障害年金や老齢年金
などの公的年金の相談業務や手続
き代行という業務です。

それからその他の労働社会保険
手続きの代行ということを行って
います。

大阪府では、法人会員も含めて
約5,000人のメンバーが登録して活動しています

（表2）。全国で約49,000人ということですから、

はじめに

表2

1．社会保険労務士について

表1

本日のテーマ

だいたい全国の社労士の約1割が大阪に在籍して活
動をしているという状況になっています。
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④ 大阪府社労士会のホットライン事業 ～医療機関と連携した両立支援の取り組み～

社会保険労務士が治療と仕事の
両立支援を行う基本的なスタンス
は、私たちの専門知識を活用して、
がん患者さん、ご家族、あるいは
病院の職員の皆さんをサポートす
ることです(図1)。

医療機関の中で行う両立支援で
すが、大阪の場合は、がん診療連
携拠点病院への取り組みというこ
とになります。さらに、個人で開
業している社労士については、顧
問先を持っていますので顧問先の
企業の両立支援を行う、あるいは
企業の社員として社労士資格を取
り、その企業の中で社労士業務を
行っているメンバーについては、
自分が所属する企業の支援活動を
行っています。

そこで医療機関の皆さんと連携
をした取り組みということで、い
くつかのパターンがあります（図
2）。一つは、個人の社労士ががん
診療連携拠点病院と契約を結び、
病院に出向いていき、両立支援相
談を行うという形です。大阪の場

最近の動向として社会保険労務
士法の第1条が、この7月に改正
されました。後段の「社会的役割
をはたす」ということが目的条文
ではなく、私たちの使命というよ
うに改正されましたので、私たち
も気持ちを新たに活動を進めてい
きたいと思っているところです(表
3)。

表3

1．社会保険労務士について

社労士会の両立支援の取り組み

図2

1．社会保険労務士について

図1

1．社会保険労務士について
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合はがん診療連携拠点病院と個人の社労士が契約
を結び、両立支援を行っているのは2病院だけで
す。

もう一つは、個人ではなく都道府県の社労士会
が県下のがん診療連携拠点病院に相談員を派遣し
相談支援を行うというやり方です。ただこれは全
国で全てが行っているかと言いますと、9つの都道
府県で行われていて、どちらかと言いますと都市
部の県下で行われているという状況です。

大阪も1つの病院と個別の業務委託契約を結び、
大阪府社労士会が相談員を派遣するということを

ホットライン事業の経過

これまでの取り組みの経過です
が、スタートしたのは2017年6
月です。大阪府社労士会の中に作
業部会として「がん患者等就労支
援特別部会」を設けてスタートし
ました（表4）。ここのポイントは
社会貢献活動という位置づけで取
り組んでいますので、ホットライ
ンを利用される方にとって費用が
かかるというようなことはないと
いうことです。

その後、順次対象医療機関を拡
大していき現在は43病院と協定を
締結しご利用していただいていま
す。

ホットライン活動の一環として
表5のようなことも行っています。

表4

表5

2．大阪府社労士会の取り組み

2．大阪府社労士会の取り組み

行っていますが、これは後ほどまた紹介させてい
ただきます。

それから今日の本題の大阪府社労士会のホット
ライン相談というのは、われわれが病院に出向い
て相談するのではなく、がん診療連携拠点病院の
相談員の方を対象とした相談を行なうということ
で電話相談活動を中心に行っています。病院に出
向いていって相談を行うというのとは少し違って
います。大阪のようなやり方をしているところは、
他にはないということをご紹介しておきたいと思
います。
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ホットラインですが表6のよう
な内容で運営しています。図3が
分かりやすいと思います。がん相
談支援センターの相談員の方が、
日頃の相談活動の中で障害年金の
ことを聞かれたのだが分からない、
あるいは職場の労働条件などにつ
いて質問があったのだがよく分か
らないという場合に、私たち大阪
府社労士会の事務局に申し込みを
してもらいます。そうすると、事
務局から対応できる社労士を紹介
します。あとは相談員の方とその
社労士の方がやり取りをして疑問
点を解消していただくという形で
行っています。

土日、祝日を除く9：00～17：
00でしたらご相談いただければす
ぐに対応していくということで運
用をしています。

現在、大阪府下のがん診療連携
拠点病院は65ヵ所ですが、その内
の約66％の病院がホットライン事
業をご利用していただいている現
状になっています（表7）。

表6

図3

表7

3．ホットライン相談について

3．ホットライン相談について

3．ホットライン相談について
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表8は、相談件数の推移ですが、
最初の1年目、2年目は非常に多く、
こういう機会が今まではなかった
ので基本的なところも含めて多く
の相談が寄せられました。ただし、
令和元年以降はコロナの影響もあ
り少し件数は減ってきましたが、
それでも相談員の方から継続的に
質問が寄せられてきています。今
年度に入り4～9月は、前年比1.5
倍ということで、更に多くのご相
談をいただいています。相談方法
は電話ですから1時間や2時間も
話すということはなく、だいたい
15分前後で相談は終わるもので、
相談をされる方にとっても非常に
利用しやすい方法であろうと思っ
ています。

相談内容については、スタート
した当初は8､ 9割が障害年金の相
談でしたが、最近は、公的年金制
度と傷病手当金という経済的な制
度の質問が約7割となっています

（図4）。あとは就労関係の質問に
なっています。最近の傾向として、
傷病手当金の認知度が高くなり、
令和4年に支給期間が通算化され
たこともあり、患者さんにとって
は関心が高い制度になってきていて、相談も増え
ています。

それから働く人の定年年齢が延長されて、一つ
の制度だけではなく、年金と傷病手当金や、傷病
手当金と仕事の仕方をどうしたらいいかといった、
複数の制度を組み合わせた質問が多くなっていま

す。また就労関係の相談も、最初はほとんどあり
ませんでしたが、最近は非常に増えてきています。
このことからがん相談支援センターでは、お金の
問題と治療の問題、仕事の関係の相談ができるの
だという認知度がだんだんと高くなってきたので
はないかというのが、私たちの感想です。

表8

図4

3．ホットライン相談について

3．ホットライン相談について

相談件数ならびに相談内容
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ホットライン事業を利用してい
ただいた相談員の方の声ですが、
事業を開始して2年目に大阪国際
がんセンターの方で調査をしてい
ただきました。患者に合った個別
相談ができるようになった、今ま
では正しい情報が分からなかった
が、ホットラインにより事前に確
認できることで、心理的負担も軽
減された、という声が寄せられて
います。図5の右下にあるように、
ホットラインで得た知識を相談員
の方が自分の知識として他の相談
に活用できるという大きなメリッ
トも出てきています。

最初は基本的な質問が多かった
のですが、そういうことはマス
ターされて非常に応用的な質問も、
かなり増えてきているという状況
になっています。

これからの取り組みですが、残
りの2割強のがん診療連携拠点病
院でもホットラインを利用しても
らえるようにわれわれとしても取
り組みたいと思います。一番のポ
イントはホットライン相談で得た
知識を相談員の方が、実際の相談
で活用できるように、われわれと
しても取り組んでいきたいと思っています（表9）。

図5

3．ホットライン相談について

表9

4．これからの取り組み
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以上がホットライン事業の説明
になりますが、それ以外に行って
いる医療機関と連携した取り組み
について説明します。

一つは、医療機関への社労士相
談員の派遣です。大阪では一つの
医療機関と個別の業務委託契約を
結び、社労士相談員の派遣を行っ
ています。これは有償の契約とい
うことで個別に締結して、社労士
相談員を病院の相談室に派遣をし
ています。年間で120日程度、月
にすると平均で10日ぐらいの派遣
を行っています。昨年の実績では
年間で155件の相談活動を行って
います（図6）。

さらに、本年10月から社労士を
病院に派遣するということではな
く、オンラインの会議システムを
使い、病院との間で月に1日の相
談会をするということにしていま
す。オンライン相談で対面での相
談と遜色のない相談活動ができる
ということが確認されれば拡大実
施したいと思っているところです

（図7）。
以上が大阪府社労士会の取り組

みの報告になりますが、いずれに
せよ医療機関からのニーズに柔軟
に応えていき、私たちも両立支援の取り組みを拡
げていきたいと思っています。

以上です。ありがとうございました。

●嶋田（座長）　相談員からの希望であれば専門的
な知識を無料で提供するということですね。それ
で実際の医療機関への派遣については、有料と言
いますか契約をした病院にだけ派遣するというこ

図6

図7

【参考】 医療機関への社労士相談員の派遣

【参考】 オンラインによる社労士相談

ホットライン事業以外の取り組みについて

とですが、その際には患者さんも同席されるので
すか。

●楢原　病院での相談は患者の皆さんや病院職員
を対象に実施しています。

●嶋田　ありがとうございました。
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東京労災病院での両立支援の関わり方

基調講演⑤

東京労災病院でも試行錯誤しながら両
立支援を行っていますので、当院での活
動内容についてお話ししたいと思います。

私どもの東京労災病院は東京都大田区
にあり（図1）、羽田空港に近く、京浜工
業地帯で、周囲には空港関係や港湾施設、
倉庫業、配送業、中小企業など様々な産
業職種があります。

両立支援は患者支援の重要事項です。
入院してきた患者さんは、経済的な支援
も必要ですし、しかも病気になると生活
が変わりますので退院調整や地域包括支
援に繋げるなどもありますが、やはり両
立支援、職業についての支援が重要だと
思います（図2）。

はじめに

東京労災病院での両立支援

加藤 宏一独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 治療就労両立支援センター 
両立支援部長

図1

図2

東京労災病院

両立支援は患者支援の重要事項

⑤ 東京労災病院での両立支援の関わり方
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まず当院では入院してきますと「病職
歴調査（勤労者医療調査）」を記録します

（表1）。これは入院してきた患者さんあ
るいは家族に看護師さんが聴取して記録
します。「病職歴調査（勤労者医療調査）」
は、以前から労働者健康安全機構・労災病
院で行っているものです。緊急で夜中に
入院したなどということもありますので、
毎朝、両立支援コーディネーターも入院
患者の就労につき確認をしています。

大事なのは、コーディネーターが診療
科目ごとの多職種カンファレンスに参加
し、情報を得ている、アドバイスをして
いるということです（表2）。

多職種カンファレンスは、週に1回行
うこととしています。担当医、病棟看護
師、リハビリ科、薬剤師など色々な職種
が入り治療プランなどを練っていくので
すが、その時に仕事をしている方には、
コーディネーターが介入してくださいと
いう依頼があります。患者本人は「直接、
事業所と調整できるので介入しなくても
大丈夫です。」と言うこともあるのですが、
復職後に支援が必要となることも
ありますから両立支援の案内はし
ています。

入院中よりも外来通院時に事業
所との調整が複雑化することも多
くあります。

急性期からの多職種連携で患者
さんを支えていくということを意
識しています（図3）。ソーシャル
ワーカーや退院に必要なPFMの介
入などもあるのですが、コーディ
ネーターもそこで一緒に介入をし
ています。

表1

表2

東京労災病院での両立支援

東京労災病院での両立支援

図3

急性期からの多職種連携
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また復職後のフォローですが、退院後
は段階的な復職となりますから、主治医
と相談して事業所へ業務調整を依頼しま
す（表3）。

職場担当者からは勤務状況に加え、そ
の職場の上司・同僚の負担や疲弊もどう
なっているかを確認しています。

その時に「元の仕事を続けたい。」とい
う患者さん本人と業務変更や異動が必要
となる事業所などもよくありますので、
その調整も主治医、コーディネーターで
行っています。
図4は「両立支援カード」です。最近

使われるようになり、これを使うと漏れ
なく情報の共有ができると思います。

当院は東京産業保健総合支援センター
との連携も行っています（表4）。カンファ
レンスでの事例検討も行っていますし、
産保センターの出張相談窓口を院内にも
置いています。研修会を行ったり、事業
所担当者とのディスカッションなどリア
ルワールドの声を聞いて両立支援に活か
すことを心掛けています。私も時々講演
や交流会などに参加しています。

表3

表4

図4

東京労災病院での両立支援

東京労災病院での両立支援

両立支援カード
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職員、患者への周知活動も院内で行っ
ています。新しく入職した方や医局から
派遣されている医師などは、まだまだ両
立支援に馴染んでいない人もいますから、
そういう方への周知も大事でして、また
患者さんへの案内も行っています。入院
患者さんだけではなく外来患者さんへも
分かるように周知活動を行っています。

仕事、退院後生活までケアをするとい
うことで仕事は本当に重要で無料で相談
できるということを伝えるようにしてい
ます（表5）。

コーディネーターも、東京産業保健総
合支援センター以外の事例検討会に参加
したり、ファシリテーターとして指導的
な立場で参加したりしています。

また大田区はかなり中小企業が多いの
ですが、そこに案内や、予防医療活動の
普及活動なども行っています（表6）。

表5

表6

東京労災病院での両立支援

東京労災病院での両立支援

図5は、どういう支援を行っているか
です。

やはり「治療継続と働き方」の相談が
多いです。他には公共サービスや「支援
制度等の説明・手続き」や、「ストレス・不
安への対応」などがあり、話を聞くこと
傾聴するというのは非常に大事だなと思
います。

支援内容

図5

東京労災病院での支援内容
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図6は、全国の労災病院の疾患別支援
分野です。「脳卒中」が多いのですが、や
はり「がん」も多いです。ケガとか後遺
症の「整形」も多くなっています。

私の専門は脳外科なのですが、脳腫瘍
の両立支援も課題があります。悪性脳腫
瘍では摘出手術後に放射線治療、化学療
法を行うのですが、化学療法は外来で継
続することになります。そうして復職と
なっていくのですが、高次機能障害が生
じて、てんかんを起こすこともあります。
麻痺や運動障害が残り就業上の問題が生
じ、そのあたりは調整が必要です。注意
力低下や記憶障害、性格変化、また前頭
葉への障害で人格変化などがあると職場
での対応が非常に困難になりますし、て
んかん発作時の職場での対応はどうした
らいいのかということもあります。高次
機能障害の程度によっては、できる仕事
は限られてきますから、業務を選択する
必要がありますし、そのあたりが脳腫瘍
の両立支援では重要になってきます（表
7）。

図6

表7

全国の労災病院での支援分野

脳腫瘍の両立支援

大田区は「ものづくり
の町」でして、東京23区
で製造業は1位になって
います（図7）。

ただ会社全体の従業員
規模では、約8割が「9名
以下」というように中小
企業が非常に多く、昔な
がらの「まち工場」が多
いという地域になってい
ます。

「ものづくりの町」大田区では…

図7

東京都大田区 ： 「ものづくりの町」
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大田区で昔からある、今も残っ
ている企業は非常に強い企業で

「仲間回しのネットワーク」と言
われるものがあり、発注者さんが
発注すると次々に工場を回り、す
ぐに試作品が出来上がってくると
いうことがよく言われています（図
8）。

中小企業の経営者さんの交流会
もあって、異業種交流会で「医療
アカデミア」と言っていて、100回
目までは外部の場所を借りてやっ
ていたのですが、先月（2025年9月）の101回目か
らは、当院で行うようになりました。そうします
と中小企業の経営者さんとの交流も強くなり、様々
な話も聞けるのですが、後継者問題などもありま

このフォーラムは2010
年から始めていて、最初
はがん患者会の方やソー
シャルワーカーさんなど
が中心でしたが、医師や
看 護 師、 社 労 士 さ ん が
徐々に増えてきまして、
大きかったのは両立支援
コーディネーターの養成
研修が始まり、コーディ
ネーターさんも増え、近
年ではいかに色々な機関
が連携していくかという
話になっています（図9、
10）。

図8

「仲間回し」のネットワーク

勤労者医療フォーラムのあゆみ

図9

図10

がんの治療と就労 両立支援 勤労者医療フォーラム 東京労災病院2010～2021年

がんの治療と就労 両立支援 勤労者医療フォーラム
東京労災病院2022～2025年

すし、自分が病気になった、仲間が病気になった
とかの、中小企業の両立支援の重要さも直接伝わっ
てきます。中小企業での両立支援はどうしたらい
いのかということを考える機会にもなっています。
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⑤ 東京労災病院での両立支援の関わり方

表8は、まとめのスライドです。
当院では入院時に就労状況を確認
し、漏れがないかをコーディネー
ターさんがチェックします。既往
歴などは必ず書くのですが、職歴
も病気やケガには非常に重要なの
ですが、職歴が抜けていたりしま
すのでそのあたりを意識して診療
には重要であるというように位置
づけています。　

両立支援コーディネーターが多
職種カンファレンスに参加し、両
立支援の介入につき一人ひとり確
認しています。この人は必要だとか、高齢者だか
ら必要はない、この人はかなり必要だというよう
なことです。

両立支援はトライアングル型支援で介入をして
います。入院中もそうなのですが、外来通院時に
も行っています。

退院後も復職状況の確認も必要ですし、原職に
復帰しても体力的に厳しいという方も多いですし、
業務調整なども行っています。

職場担当者からは、勤務状況に加えて、上司や
同僚に負担が掛かっていないかも確認しています。

私からの発表は以上です。どうもありがとうご
ざいました。

●嶋田　第二部についての感想を述べさせていた
だきます。今日は神奈川産業保健総合支援センター
が病院に相談窓口を置いたり、広報を始めたとい
うことや、大阪府社会保険労務士会からは、6割の
病院と委託契約をしてホットラインを設けてやっ
ているということ、東京労災病院からは入院時か
ら多職種で成り立つきめ細かい支援を行っている

表8

東京労災病院での両立支援介入

まとめ

第二部の座長を終えて－両立支援への思い

●嶋田（座長）　脳腫瘍などで放射線照射なども進
んできて、治療法の進歩により両立支援や治療と
就労の継続というものは変わってくる可能性はあ
りますでしょうか。

●加藤　そうですね、治療もだんだん変わってき
ていますが、脳腫瘍は就労世代に多いので、治療
をして仕事に戻るのですが、できる業務が制限さ
れることもあり、業務の調整は必要になってくる
と思います。今後、良い治療法が出てきますとま
すますこの両立支援は重要になると思っています。

●嶋田　ありがとうございました。

ということを聞きました。
各施設ともに非常に実績もあり、感心しました。

両立支援は、病院と事業所、患者である勤労者が
いるわけですが、その間をコーディネーターがど
のように交流し情報を共有するかという、本当に
重要な役割だと思っています。本日示された多彩
なアプローチと言いましょうか、そういうものを



56

第二部 基調講演 医療機関等における両立支援の取り組み

聞き、地域によってはかなり異なると思いますの
で、どういうアプローチでその患者さん、勤労者
を支援しようかということでヒントになればいい
のではないかと思いました。

本日冒頭に森田院長からお話がありましたが、
野村和弘名誉院長とともに私も当初からこの事業
に携ってきましたが、本日のテーマである「多様
化社会における両立支援の構築」ということでの
内容をお聞きし、大変素晴らしい発表と隔世の感
を覚えています。

私も外科医なのですが、振り返りますとこの事
業は当初、病院、ホスピタルベイスドで始まった
のですが、ホスピタルベイスドではもう限界があ
る、この両立支援で重要なのは、事業者の理解な
どの役割が重要だということが分かってきまして、
事業所にもアプローチさせていただき厚生労働省
さんからも色々とバックアップいただきました。

次にコーディネートするコーディネーターの養

成が非常に重要なのではないかということが分
かってきて、現在では3万人というかなりの数の研
修修了者を得ています。今後は生成AIがホワイト
カラーの仕事を代替するのではないかというよう
なことが言われていますが、コーディネーターの
仕事は、コーディネ－トですからAIには出来ない
ものではないかと思います。職業としても大変有
望になるのではないかと思っています。

そういうことで色々な関係者の協力もあり、試
行錯誤で進んできましたが、本日の発表のレベル
は華が咲いたような感じもして大変うれしく思っ
ています。

少子高齢化で、これからはますます勤労者の健
康が重要になるということですから、この両立支
援が本当に重要で、ますます発展することを願い
まして本日の感想とさせていただきます。どうも
ありがとうございました。



両立支援の様々な取り組み

第三部 パネルディスカッション



58

第三部 パネルディスカッション

パネルディスカッション

加藤 宏一
独立行政法人 
労働者健康安全機構
東京労災病院
治療就労両立支援センター 
両立支援部長

● 司会 ● パネリスト

川口 美度理
厚生労働省
健康・生活衛生局
がん ･ 疾病対策課
相談支援専門官

桜井 なおみ
一般社団法人
全国がん患者団体連合会 
理事、
一般社団法人
CSRプロジェクト
代表理事

新名 早苗
神奈川産業保健
総合支援センター
労働衛生専門職

楢原 悦次
大阪府社会保険労務士会 
がん患者等就労支援部会 
部会長

両立支援の様々な取り組み

●加藤　最初の質問です。医師からの協力・理解が
得られず療養・就労両立支援指導料に繋がりませ

●加藤　これからパネルディスカッションを始め
ます。本日のパネリストの紹介をいたします。川
口様、桜井様、新名様、楢原様、私は東京労災病
院の加藤です。よろしくお願いします。

両立支援に関する法的規制について

ん。「治療開始までを目途にがん相談支援センター
を訪れる」という整備指針が掲げられていますが、
患者さんが実際にたどり着くのは治療開始直前か
治療中です。どのように算定したらよいのか、医
師への対応をどうしたらよいのか、という質問で
す。これはまず川口様から両立支援に関する法規
制について、行政という視点からお話をお願いで
きますか。

●川口　ご質問ありがとうございます。法律的な

Webをご覧いただいている方から先に質問やご
意見をいただいていますので、まずそれについて
皆様にお話をいただきディスカッションを始めた
いと思います。
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両立支援の様々な取り組み

ことになると少し難しいところもありますが、色々
な取り組みの中で、本日のお話にもあった社会保
険労務士さんがやられている取り組みのような内
容についても、まずは周知徹底は重要だと思って
います。

取り組みについては、厚生労働省のポータルサ
イトの中に「両立支援ナビ」というものがあり、
ここでは医療機関や企業に対する様々な好事例に
ついても掲載していて、これも参考になるのでは
ないかと思います。

●加藤　ありがとうございます。厚労省のポータ
ルサイトは非常に参考になるので皆さんお使いく
ださい。

それでは桜井様から、この質問に対して何かコ
メントをいただけますか。

●桜井　診断されてすぐに「帰りには寄って帰っ
てね。」と言われると良いのですが、なかなかそ
の一言が言えないでいます。件数とか、目標数値
などを設定すると医療者の人たちは頑張る人が多
いので、実際にどの診療科で何という先生が、ど
のくらいの件数で患者さんに対応しているのかを、
患者さんへの配布枚数なども全てとっていくと動
くのではないかと思っています。

●加藤　病院にとっては、そうした件数などは良
いアイデアだと思います。ありがとうございます。
次に新名様いかがですか。

●新名　実際に神奈川県内で両立支援に熱心に取
り組んでおられる医療機関であっても、全てが療
養・就労両立支援指導料算定にまでは到っていない
という話はよく聞きます。

それぞれの医療機関で指導料算定のための様式
をデータ化して共有したり、ドクターが使いやす
いようにカルテと連動させたり、それから両立支
援の対象者を早めにキャッチするような院内の仕
組みを作ったりしていて、医療機関によって色々
と工夫されているようです。そういう院内の体制
はご事情も色々あろうかと思いますが、産保セン
ターに関して言えば、個別の患者さんの事例で連
携することもできるという事案もあろうかと思い
ますので、個別に携っている患者さんの件で、産
保センターに問い合わせてみようかということを
お考えになっても良いのかなと思います。

●加藤　ありがとうございます。いかに相談支援
センター、相談支援室に行ってもらうかというの
も大事ですし、まだまだこういう療養・就労両立支
援指導料の算定などについてあまり詳しくないと
言いますか、あまり意識していないドクターも多
いので、ドクター向けには療養・就労両立支援指導
料を取りましょうという通知などをしていくのも
重要だと思います。

●桜井　病院経営ということからやられるのも一
つの手ではないかと思います。
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●加藤　次も似たような質問ですが、医師やコメ
ディカルに両立支援の意識を定着させるにはどう
したらよいかという質問です。

これはまず私からお話しします。今お話しした
ようにまだ両立支援ヘの関心が低いことがありま
すので、企業では産業医の先生も実感していると
思いますが、実際に働いていて、病気になって困
る人がいると、対応策を考えなければいけないで
すし、来年からは両立支援は努力義務になります。
医療機関はなかなかそこまでいきにくいのですが、
まず病院から両立支援を始めてほしいということ
もありますし、診断書や医療情報提供書も大事で
すから、必ず診断書を書いてもらうということな
ど病院の風土も変えていかなければいけないと思
います。

両立支援はまだボランティアでやられている方
もいますので、桜井様が言われたように件数で評

医療従事者への両立支援意識の定着について

価をして、将来的には病院の機能評価の項目に入
れてもらうなどのものがあれば良いのかと思いま
す。

これに関しては何かアドバイスなどはあります
か。

●桜井　管理職研修などをされると良いのではな
いかと思います。企業などは管理職の方が考え方
を変えると下も変わっていきます。私は労災病院
の看護師さんを対象にした管理職研修などをさせ
ていただいているのですが、実は部下ががんになっ
たという事例を使っています。そうしますと看護
師さんのキャリアイメージなども全部考えて、そ
の中で手の痺れが出た時には元の職に戻すのかと
か、夜勤はどうするのか等ということについて、
必死に考えてくれます。管理職の方には復職支援
プランまで考えてもらうのですが、自分のキャリ
アまで含めて考える大変良い機会です。そういう
身近なことから考えてもらうのは一つの手だと考
えています。病院は大企業なので絶対にがんの患
者さんはいます。

●加藤　それは良い取り組みですね。当院でも是
非行いたいと思います。看護師は動きますので有
難いご意見だと思います。
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●加藤　次は事業所側の質問なのですが、会社に
理解がなく、「病気・即辞めさせる」、「傷病手当金を
もらい終わったら退職」という規則もまだあると
思います。そういう場合の対処方法をお聞きした
いという質問がありました。

これについても桜井様にお願いします。

●桜井　おそらく、このまま明記されているとこ
ろはないと思います。期間などが明記されている
のです。要は無断欠勤が「何日以上続くと…」と
いうようになっています。前にシンポジウムをやっ
た時にあったのですが、「ノンビリ休んでいたら解
雇通知が来てびっくりした。」という人がいて、「就
業規則を読んでください」と言いましたら、30日
以上無断で休んだらそうなるということが書いて
あったということでした。休んでくださいと言わ
れてもノンビリ休んでいる場合ではなく、会社と
連絡を取ったり、自分が働く時も休む時もしっか
り準備しておくというのは必須の部分だと思いま
すので、そこは雇われている側も自分の働く権利
を一番最初に把握しておくことが非常に大事だと
思っています。

●加藤　楢原様お願いします。

●楢原　10年ほど前でしたが、ホットライン相談
でも会社の上司に「がんになった」と言ったら「も
う来なくてもいい」というようなことを言われた
り、契約社員であれば、「あなたとは次の契約はし
ない。ということを言われたので、どうしたらい

事業所からの解雇申し渡しに関連して

いのでしょうか」という質問が寄せられました。
最近は、そこまであからさまに言われることは

減ってきたようですが、職場の中ではそういう会
話が行われていることはあるのだろうなとは思い
ます。法律上で言えば、きちんとした合理的な解
雇理由がないと認められませんし、社会通念上、
社会常識に照らして「これは仕方がない。」という
のであれば企業は従業員を解雇できます。それか
ら実務上は、就業規則の解雇理由に該当すれば解
雇になります。どういう場合には解雇や退職にな
りますということをきちんと明記しなければいけ
ないということになっています。したがって「キ
ミは来なくていい」と言った上長、あるいは社長
さんがそのことを理解して言っているようには思
えないのですが、やはりがんという病気やがん治
療に対する誤解などがあるのではないかと我々は
思っています。そこでそういう相談を受けた時に
は、患者さん、従業員の方には、引き続き働きた
いのだということをまず言ってください、意思表
示をしてくださいと伝え、その上で、これからこ
ういう治療に入ります、こういう働き方ならばで
きますということを伝えて会社と話をしてくださ
いというようにアドバイスをしています。

それから傷病手当金ですが、令和4年の法改正で
通算で1年6ヵ月受給できるようになりました。た
だこれは傷病手当金だけの話であって、桜井様か
らも話がありましたが、会社の就業規則で、病気

両立支援の様々な取り組み
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休職はどのくらい休めるかは企業によって違いま
す。大企業の場合は非結核性だったら2年、結核性
なら3年と決めているところがあります。中堅企業
なら傷病手当金に合せて1年6ヵ月という期間を定
めているところがありますが、私の近辺の中小企
業では、だいたい3ヵ月が多いと言われています。
傷病手当金を1年6ヵ月もらえるのだと喜ぶだけで
はなく、勤務している会社でどのくらい休めるか
は是非確認してくださいということはお伝えをし
ています。

それから私たち社会保険労務士の役割ですが、
先ほど中小企業の顧問先が多いという話をしまし
た。そういう顧問先の就業規則が、現在の状況に
マッチしているのかどうかを確認して、3ヵ月のと
ころを6ヵ月に少し延ばせば、社員が病気で離職し
なくても済むという状況になるのであれば不断に
見直しをするというのも、私たち社会保険労務士
の役割だと思っています。

●加藤　ありがとうございます。そのように企業
にアドバイスをすることも最近は多いのですか。

●楢原　そうですね、社長から「ウチの従業員が
がんになったのだがどうしたらいいか。」というよ
うに色々相談されるケースもあるとは聞いていま
す。

●桜井　自治体によっては、その就業規則を変え
ることで助成金が出るところもありますから、そ
れも合せてお伝えすると割に変えるところは多い
です。そして変えてもらうと、本当に今、中小企
業では従業員が高齢化してきているので、皆にとっ
て幸せだというように思います。

●加藤　新名様、いかがでしょうか。

●新名　今、ちょうどその話が出たのですが、神
奈川県は、そういう制度を作っています。少し補
足しますと、事業者側が非常に冷たいというイメー
ジでお聞きになっているかもしれませんが、私た
ちが事業所に行きよく話を聞いてみますと、会社
は意図してそういうものを作っているわけではな
く知らないのです。どこかの会社の就業規則を丸
写しにしていたりしていて、辞めさせたくて意図
して作るというよりは、作らなければいけないの
で仕方がなくそういう規則にしているという会社
も非常にたくさんあるので、事業所には今の時代
にマッチしたアップデートした就業規則を作りま
しょうというアプローチは大変大事で、それは産
保センターが得意にしていますから是非ご活用い
ただければと思います。

●加藤　産保センターのいい仕事だと思います。
ありがとうございます。
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●加藤　次の質問にいきたいと思います。支える
職場側の対応についてどのように考えていけばい
いか。職場ではなく育児・介護でも両立支援が必要
な人もいて、企業で両立支援が必要となると人手
不足となり職場全体が疲弊していくことがありま
す。疲弊しない、職場の活力が保たれる両立支援
があれば教えてほしいというものです。桜井様か
らお話しいただけますか。

●桜井　ありがとうございます。今はフルスペッ
クで働くことが、患者さんの中には無理な人もい
ます。グレーで働くことが大事で、辞めてしまう
と0％になってしまう。今は人を探すのも非常に大
変ですし、その穴を埋めるのも大変。したがって
10％や30％でも生産していくことをお互いに認
めていくことも大切なのではないかと思っていま
す。やはり日頃からのリスク管理の一つでもある
と思っています。

●加藤　そうなってもあまり不公平感が出ないよ
うにする。

●桜井　優れた人事がいるところでは、今はこう
いうところの垣根を意識しています。私の講演で
も触れさせていただいたのですが、制度を作った
ことがゴールではなくて運用していくことが大事
なので、これは子育てですが、がんにも使えるな、
メンタルにも使えるなということで、おそらくそ
ういうところも提案したり、働きかけをしていく
と意外に気づいてもらえることもあるかなと思っ

職場の活力を落とさない両立支援

ています。
大企業などでは、私の周りにはいません、他で

は絶対に駄目だと言いますが、本当にそうですか
と探してもらうと、結構1人ぐらいいたりして、い
ますね、それならそれを事例にして交渉するとい
うことも実際にやってもらっています。やはり、
どのくらいの助ける段数が要るかでして、よく公
平と公正の概念の時に使いますが、そうした考え
方を多様性の言葉の中で拡げていくことが大事だ
と思っています。

●加藤　ありがとうございます。新名様はいかが
ですか。

●新名　ただ今、桜井様から話が出ましたが、病
気治療も育児や介護と全く同じ話で、今は職場に
ゆとりがない中で、そういう欠けてしまっている
人のカバーをする側を組織として労ったり、正当
な評価をしなければやはり現場は疲弊していって
しまいます。

マスコミでも採り上げられていますが、育休で
休んだ人のカバーをする人の手当を支給するなど
という、今はそういう側面でのフォローアップも
色々できてきているということですから、やはり
そうした誰にでも起こりうるようなことに対する
備えとして、そういう納得のいくような人事評価
の制度設計を事業者が考えていく時代になったの

両立支援の様々な取り組み
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まったので事業継続が出来なくなった、それから
人件費の高騰、また人が辞めたので求人をかける
のですが、そのコストも掛かってしまうし、そう
したスキルを持った社員がなかなか来ないという
ことです。こういうものが9月だけで46件という
データが出ています。これは2013年の調査開始以
来、最多であるという状況です。

昔であれば人が足りない＝繁忙であるというこ
とになるのですが、特に中小企業では、人手不足
が倒産リスクに繋がることになっていることに対
して問題意識を持たなくてはいけないと思います。

●加藤　それでは次にまいります。企業側が従業
員に対して取り組めること、特に症状が悪化して
くる場合について教えてほしいということで、病
気になった方への対処ということですが、楢原様
お願いします。

●楢原　本日も両立支援の取り組みや健康経営と
いう課題が出されていたと思います。今、私の方
で問題意識を持っているのは、東京商工リサーチ
さんなど色々なところで9月に発表されました企
業の倒産件数のデータです。倒産理由も色々あり、
社長の放漫経営やお金が回ってこないとか、色々
な理由があるのですが、最近特に多いのが「人手
不足」関連倒産です。例えば従業員が退職してし

症状悪化に応じた事業所側の対応

だと思います。

●加藤　ありがとうございます。楢原様はどうで
すか。

●楢原　全く何のアクシデントも起こらないで行
く人もいるでしょうが、長い職業人生の中では多
くの人が、例えば育児時期は大変だとか、高齢に
なると両親の介護をしなければいけないとか、ま
た途中で病気をするという時には、やはり支えて
もらう側になります。自分は病気もせずに若い時
からずっと支えているのだという人は、ほぼ皆無
だと思います。したがって、今は支える側もいず
れ支えられる側になることもあるので、企業内の
色々な制度の整備と合せて、お互い様という組織

風土を作っていくことが大事だと思います。
企業の中では病気に罹患した社員の方について

は、色々とコミュニケーションをとり現状把握を
しますが、残された職場の人や休んでいる人の業
務を担当する人へのコミュニケーションをきちん
とやっていく必要があると思います。特に課長さ
ん、部長さんは今は非常に忙しく、労務管理のこ
とまで手が回らないということになりますから、
そういう時には経営層の人が、そういう人たちを
サポートする、そうして会社全体でそういう風土
を作っていくことが大事であると思っています。

●加藤　ありがとうございます。実際に1人休みま
すと周りの負担がかなり増えてサポートもなかな
か行き届かないだろうと感じるところです。
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企業の立場からいきますと、反対に考えれば社
員がなかなか離職しないという仕組みを作ってい
ただくことが大事だと思っています。健康経営を
進めていき、社員が健康になるということが、単
に社員側だけではなく企業にとっても生産性の向
上になるということになりますし、企業の社会的
価値が高くなっていくということに繋がっていき
ますので、そういう基本的なところを少し見直し
をしていただき取り組んでいただくことが大事だ
と思います。

それから治療と仕事の両立支援についてですが、
特に小さな企業ではなかなか色々なことはできな
いという状況にありますが、そこはトップがきち
んと方針を示すということと、やれるところから
やっていただくということでかなり変わっていく
と思っています。

一つの例でいきますと、各企業は年次有給休暇
を従業員に付与していますが、まだ1日単位での取
得というのが多い状況にあります。それを半日単
位、あるいは時間単位で取得できるようにするだ
けで両立支援になるわけです。管理が面倒だとい
うことはあるかもしれませんが、企業にとっては、
別に支出が増える訳でもないので、そういうでき
るところからやっていただくということでかなり
職場の状況は変わってきますし、そのことによっ
て社員の満足度が高くなると離職率も下がること
になりますので、是非そういう視点で取り組んで
いただけたらと思います。

●加藤　新名様はいかがですか。

●新名　やはり先ほどから話に出ているように、
病気に罹患したり、育児とか介護とか、天変地異
や感染症などは誰にでもいつでも起こりうる、他
人事ではないのだという認識を、まずそこを皆の
共通認識として持つことが第一歩で、あとはそう
なった時に、先ほどの桜井様のお話ではありませ
んが、相談してもいいのだ、ウチの会社はそうい
うものをオープンに相談できるのだという心の安
心というものをまずは会社の中に置く、それが一
番の早道なのかと思います。

●加藤　会社を少し使っていくということでしょ
うか。

●桜井　病状が悪化していく場合というところに
ついてのコメントです。企業側には安全配慮義務
がありますので、ここの判断は非常に難しくなっ
てくると思っています。私は患者団体もやってい
ますが、キャンサーソリューションズというがん
患者さんを雇用する株式会社を経営している経営
者でもあります。死亡退社は過去にいますが、そ
の中で経営者としても常に考えていなければいけ
ない問題でもあります。一番重要なのは先ほどの
両立支援の主治医の意見書です。あれは本当に重
要で、例えば私たちの方が先に気がついて、どう
もパソコンの右半分が見えていないのではないか
ということを同僚が発見して、本人とともに、そ
れを病院の方に共有してもらい、それで調べたら
脳転移が分かったということもあります。そうい

両立支援の様々な取り組み
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●加藤　次にいただいたご質問ですが、ターミナ
ル期、末期に近づいた時に在宅社員としての勤務
が難しい場合の取り組みについて何かありますか
ということです。

これもがんの進行期においては必ず出てくる問
題だと思います。桜井様からお話しいただけます
か。

●桜井　出勤途中の事故は労災になってしまうの
で、フラついて線路に落ちてしまったりしたら大
変なことになってしまいます。ただそれも知らな
いことが多いので、本人にしっかりその事を伝え
る。そういうことになると会社の側にも責任が出
てきてしまうからということをまずは伝えた上で、
在宅勤務が本当にできないのかを考えてほしいと
思います。

エッセンシャルワーカーの方で出勤が必要だと
しても、もしかしたら事務などの仕事は家でもで
きるかもしれないので、どこかにそういう場所が
ないかを考えていただきたい。その上でリモート
ワークの方に設備導入も含めて切り換えていく。

ターミナル期・終末期の対応

今はその設備導入は助成金なども出ていますから、
この際に思いきって全体を変える。今は契約書な
どもほとんどが電子媒体でやられていて、たまに
紙で来ると驚きます。そのくらい変わってきてい
ますから、これを機会に変えることも大事なので
はないかと思っています。

それからターミナル期は、あえて言いますと応
援することで職場が一つにまとまる時でもありま
す。多分それは患者さん本人のがんになる前の働
き方や、働きたいという意欲の見せ方などが大変
重要なのだと思っています。その時の管理職を含
めた職場のグリーフケアも非常に重要です。まだ
その時には私は会社を経営していなかったのです
が、友人が亡くなった時に会社の上司の方から「オ
レが殺したのではないか？」という相談を受けた
ことがあります。そのぐらい管理職の方も仕事を
与えるということに対して「本当にいいのか。」「休
んでもらった方が本人のためなのではないか。」と

うところを細かくワーカーの方と主治医の先生と
密に連携し、本人が働きたいと言うのであれば、
最後まで働く環境を用意していくのが、安全配慮
義務との間のところを考える上で非常に重要なの
ではないかと思っているところです。そういう点
でも薬剤が変わるたびに通院頻度や副作用なども
全て変わってくるので、私は意見書で薬が変わる
たびに何度も何度もやり取りをしながら本人を支

え続けていくということを、企業の側にはそうい
う意識を持ってほしいと提案したいと思っていま
す。

●加藤　抗がん剤も2週間に1回や、3週間に1回
というように体調によってすぐに変わりますから、
そういう情報共有はマメにしていかなければいけ
ないと思います。
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●加藤　ありがとうございます。センシティブな
話ではありますが、他に何かアドバイスをいただ
ける方はいらっしゃいますか。がんが進行した時
にどうしたらいいかという質問が多く来ています
が、医療者は当事者にどのような声掛けができる
かという質問があり､ これは非常に難しい質問で
す。まず私からお話ししますと､ 今は新しい治療

進行期の患者にかける声かけ

法や治験などもやられていて、希望を持たせるよ
うに他にも治療法があるということを伝えていま
す。患者さん、患者さん家族と、がんの方は周り
に色々いらっしゃいますので､ 冷静に生活を理解
しながら､ あまり落ち込まないようにきちんと治
療を続けていけるように話しかけていくことしか
ないと思うのですが、事業所側からは何かアドバ
イスはありますか。

●桜井　先生方も忙しくて､ 診察室というのはど
うしても治療の話が中心になってしまうのは仕方
がないかと思いますが「仕事のことは、後回しで
いいから。」という3秒ほどで済む一言だけは言っ
てもらえると良いと思います。あるいは「帰りに、
がん相談支援センターに寄って帰ってね。」という
3秒を言ってあげるようにしてあげると良いと思い
ます。

産保センターもそうですね。あるのに繋がって
いないので、あるということに気がついてもらう
ための一言が大切です。私は支援そのものは医師
がやらなくてもいいと思っていますので、医師は
治療のことをしっかりやってもらい、仕事や他の
ことは責任者がいるので、そちらに繋ぐという一
言での連携が大事です。当事者は告知直後は頭の
中が真っ白になっているので､ その後にそういう
声掛けをしていただけると、ああそうかと安心に

両立支援の様々な取り組み

いうことで大変悩みます。何ができるのかを一生
懸命考えることと、ご本人が亡くなったあとに同
僚も含めた職場のグリーフケアが非常に重要で、
おそらく多死社会を迎えていくこれからの日本が、
家庭やコミュニティの中だけではなく、企業の中
でもどんどんやっていかなければいけないのは職
場のグリーフケアだと思っています。

●加藤　まだそこまで取り組んでいる職場は少な
いと思いますが。

●桜井　今はオンライン葬儀などもやっています。
仲間が亡くなった時にオンライン、Zoomで行い、
そうすると支店の人なども参加できますから。支
店の人たちと皆でお見送りの会をオンラインで開
催し、皆がそこに出て想いを語る。その想いを語
るということが非常に重要で、ご遺族の方にも必
要があればそこに参加していただくと、ご遺族も
その後で生きていけるのです。

したがってそういう関わり方は、私は会社とし
てではなく、人として重要なのではないかと思い
ます。
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●加藤　次の質問です。両立支援を進めていくた
めには重層的、多面的な関わりが必要だと思いま
す。これは開業医の先生からの質問です。医療機
関との連携の好事例を紹介いただきたいというも
のです。開業医の先生などでは細かい診断書や診
療情報提供書で事業所への情報提供は難しいとい
うこともありまして、やはりがん治療をしたら通
院が終るというわけではなく、双方向で普段から
フォローしていく病院とは別に2つあってもいいと
思いますので、使い分けると言いますか、両方が
患者さんを支えるということが必要になってくる
と思います。これについてのアドバイスはいかが
ですか。

●桜井　これは必要なことで、がん治療は急性期
の病院に行っていても、歯科とか皮膚科､ 花粉症
を持っている場合は耳鼻咽喉科などへ行くので、
当たり前のように連携は非常に必要だと思ってい
ます。プライマリケアの先生の方が診察には長時
間かけてもらえますし、がんの病院のように診察

病院との連携

に1時間、2時間待ちはそうないと思いますので、
そういう時に仕事の話などを少ししていただける
と良いのではないかと思っています。

それから特定の領域、例えば乳腺などは手術、
抗がん剤を終えた後に、タイプによってはホルモ
ン剤を10年も飲まなければいけないので、ここは
本当にプライマリケアの先生方と連携せざるを得
ないですし、連携している病院はとても多いです。
そういう先生たちとその後もキャリアとしては長
い人生の中で色々と起きてくるので、そこに対し
てプライマリケアの先生方に関わりを持っていた
だけると大変良いのではないかと私は思っていま
す。

●加藤　がん治療をした病院もプライマリケアを
している病院も患者さんに対して暖かい目で見て
細かく仕事についても気にしていくというのは、
必要だと思います。

繋がるのではないかと思います。

●加藤　病気のことで頭が真っ白になっている方

も多いですから、そういう声掛けは必要だと思い
ます。
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その規程を変えるわけにはいかず、そのためには
労働組合と協議しなければならないとかで、大企
業の場合の方が簡単に規程は変えられないという
側面があり、それよりは経営者と従業員の距離が
近い中小企業は、社長の腹づもりで割に柔軟な運
用ができたりして、それなら規程も作ろうとなっ
て導入できるというメリットもあるので、中小企
業だから難しいということではなく、産保センター
という機関がありますよという宣伝をしていただ
けると良いと思います。

●加藤　ありがとうございます。楢原様よろしい
ですか。

●楢原　先ほどから出ていますように中小企業は
非常に少ない人数で事業運営を行っていますから、
例えば人事や労務の人材がいない､ 経験もないと
いうことが多いと思います。そういう場合は、自
分たちの中だけでやろうとせず、外部にお金のか
からないところもありますから､ 先ほどから出て
います産保センターさんも色々な産業保健サービ
ス、両立支援の体制づくりなど､ 大阪でも一生懸
命にやられています。またこれは厚生労働省の委
託事業なのですが、主に社労士会が受託している
のですが、働き方改革推進支援センターというも
のが各都道府県で設置されています。そこでは中
小企業の就労環境の整備や､ 様々な規程の関係、

●加藤　これは特に大田区には多いと思いますが、
中小企業が多く、ガイドラインのように連携が取
りづらい場合にはどのようにしたらよいかという
質問ですが、これは新名さんいかがですか。

●新名　産保センターで支援する事業のほとんど
は中小規模の事業所です。産業保健スタッフが産
業医だけではなく、ほとんどいないという、事業
主さんと他に数人でやっているようなところや、
経理など全てを人事が全部やっているという事務
員さんがいるようなところが多いのですが、そう
いうところも産保センターでガイドラインに即し
た対応をご説明すると､ やはり人手が足りないと
いうことがあり、また人間関係がそれだけ密であ
るという側面もあるので、何とか辞めさせないよ
うにしようと取り組まれるところは結構あると思
います。

むしろ大企業は、規程でガチガチになっていて、
休職期間が満了になったから終りということで、

中小企業で考えられる連携

両立支援の様々な取り組み
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こういう助成金を活用したら良いということを電
話相談もしますし、希望すれば専門家を職場に派
遣してご指導いたしますということを無料でやっ
ています。これもなかなか知られていないので
､ こういう活動なども是非活用していただければ、
自分の企業には人材がいなくてもそういうことは
出来るようになっています。

それから各都道府県の社労士会が無料の相談会、
労働相談、年金相談などを行っています。予約が
必要なところもありますが、大阪府社労士会では、
個人の労働者の皆さんだけではなく、中小企業の
経営者の皆さんもどんどん相談してくださいとい
うことで受け付けていますから、これも無料で
やっていますから、そうした相談を活用しながら
自企業の整備をどうしたらいいかとやっていって
いただければ良いと思います。

先ほどから出ているようにあまり知られていな
いということが非常に残念なことですから、これ
から我々もPRに努めていきたいと思っています。

●加藤　ありがとうございます。

●桜井　言われたとおりで、大きな船の方が舵を
切ってから動くまでに大変な時間と意思決定が必
要となり､ すぐには動かないので簡単に切られて
しまうケースが非常に多いです。中小企業の方が
小さな船なので舵取りはすぐにできて、経営者の
人のがんイメージや病気のイメージでガラッと変
わってしまうというのは、良いところでもあるし､
逆に一方では悪いところでもあると思っています。

中小企業の経営者の方に調査をしたことがあり
ますが、一番先の相談相手は誰ですかと聞きまし
たら「家族」でした。「ウチの従業員が駄目になっ
てしまったのだけれどどう思う？」と話すと、家

族はドラマなどのイメージで「ダメじゃない。」と
いうように話したりするので、そこをきちんと専
門家に相談できるように、産保センターもあるの
で、一番の相談先は産保センターや医療者になっ
てほしい､「家族」は下がってほしいとよく思って
います。その調査の時に出たのは、中小企業はや
はり「のりしろ」がないことです。ギリギリのと
ころで経営しているので、法人税の減免や、先ほ
どの助成金もそうなのですが、プラスアルファの
金銭的なサポートは欲しいとは言われています。
ここは厚生労働省に是非お聞きしたいと思うので
すが、いかがでしょうか。

●川口　貴重なご意見として持ち帰らせていただ
きます。

●加藤　ありがとうございます。チャットでいく
つか質問があります。両立支援カードはどこにあ
るかということなのですが。

●川口　ポータルサイトの方に様式を掲載してい
ます。
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●加藤　それでは最後に一人ずつメッセージをい
ただきたいのですが、よろしいですか。

●川口　本日は様々な両立支援の取り組み、現場
の声をこの場をお借りして聞かせていただき本当
に勉強をさせていただきました。がん・疾病対策
課では、がん診療連携拠点病院等にがん相談支援
センターを設置することとしており、がん相談支
援センターにて両立支援に取り組んでいただくこ
とが多いと思います。がん相談支援センターでは
社会福祉士だけではなく看護師など様々な職種が
相談員として関わることになりますので､ その中
で就労に関する制度のことヘの対応が増えており､
難しいという声も聞いています。本日のような機
会を通じてがん患者さんや現場の声を聞かせてい
ただき、どのような取り組みがあるのかというこ
とを理解することが、ひいては患者さんのより良
い生活を守ることに繋がっていくというように改
めて感じました。より良い連携の形を国としても
支援していくことができればと思います。貴重な
機会をありがとうございました。

●加藤　桜井様お願いします。

●桜井　私もたくさんのことを本日は勉強させて
いただいたなと思います。質問も含めてですが、
その中で非常に思っているのは、働きたいと思っ
ている人が働ける社会を作っていきたいと思いま
す。これは皆で作っていかないと駄目だと思うの
です。そういう意味では今回のテーマである「多
様性」という言葉はやはり一つのキーワードにな
ると思っています。本当にきつい仕事しかさせて
もらえなかったのが（A社）、転職して外国人の方が
多い職場へ行きましたら（B社）、とても働き方が多
様で､ 働くのが楽しいと言っていた患者さんがい
るのです。それがA社とB社であれば、B社の方が
強い企業だなと私は思いました。これから日本は
どんどん変わっていきますので、その中で病気の

パネリストからの両立支援についてのメッセージ

ことも介護のことも子育てのことも考えていくこ
とが大事なのではないかと思いました。ありがと
うございます。

●加藤　新名様お願いします。

●新名　最後の一言の前に訂正だけさせていただ
きます。先ほど神奈川県には助成金制度があると
受け取られてしまったらいけないと思いまして訂
正します。神奈川県のがん・疾病対策課さんで両立
支援推進認定企業という制度があり、これはお金
を出すのではなく、両立支援の制度を変えたこと
による評価システムのようなもので、その制度を
利用して企業の知名度を上げ､ イメージアップに
繋げている側面はあります。そうした制度で､ お
金が出るものではありません。

本日のフォーラムですが、最初から出されてい
るようにやはり､ これからの社会は､ 病気しなが
ら働く方だけではなくて、育児や介護など､ 働く
上で困難な状況を誰でも抱えるような状況で､ 組
織の作り方や、今までの価値観や体制を､ そうい
う想定で見直す時期に来ているのではないかとつ
くづく思いました。

今日のような機会に情報をアップデートさせて
いただき大変ありがたかったです。これからもよ
ろしくお願いします。

●加藤　楢原様お願いします。

両立支援の様々な取り組み
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第三部 パネルディスカッション

●楢原　今日はどうもありがとうございました。
大阪の場合は､ がん患者等就労支援部会という組
織を設置して取り組んでいますが、そういうとこ
ろは社労士会の中でも非常に少ない状況です。多
くの地域では、個人の社労士が県の相談に乗った
り、患者会の立場で活動したりしています。本当
はもっともっと大きな塊になり、社労士会全体で
取り組めるようになれば良いのですが、なかなか
現状はそうなっていません。大阪の取り組みもま
だ小さいのですが、これからど
んどん情報発信をしながら他の
方々とも連携をしながら取り組
んでいきたいと思っています。
本日、参加の皆様方には社労士
をもっと活用しようと思ってい
ただき､ 地元の社労士さんに
色々なことを相談していただけ
れば良いと思っています。本日
はどうもありがとうございまし
た。

●加藤　ありがとうございました。本日のパネル
ディスカッションは非常に有意義なものだったと
思います。今後、病気になるとか、職場で人が足
りなくなるということを前もって準備する、そう
いう職場づくりが必要だということを感じました。
チャットで他にもいくつか質問がありましたが、
時間の関係で割愛させていただきました。

以上でパネルディスカッションを終了させでい
ただきます。皆様ありがとうございました。
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連携と協働 〜多様化社会における両立支援の構築〜

独立行政法人 労働者健康安全機構 理事　中岡 隆志

閉会挨拶

独立行政法人労働者健康安全機構（JOHAS）の勤
労者医療、産業保健担当理事の中岡です。本日は、
多くの方にご参加いただき誠にありがとうござい
ました。

本日のフォーラムでは、治療と仕事の両立支援
に関わる施策の動向や､ 企業や医療機関等におけ
る支援の取り組みについてご講演いただき、大変
興味深く、私自身も勉強になる内容でした。ご講
演いただきました皆様に改めて御礼申し上げます。
両立支援の現状や課題等につきましても情報共有
をさせていただき、関係機関の連携につきまして
もより一層広い視野で取り組みを進めていく必要
があるという認識をここで新たにさせていただき
ました。

本フォーラムを主催しました東京労災病院治療
就労両立支援センターは､ 当機構が治療就労両立
支援モデル事業の取り組みを開始しました平成26
年度からがん分野の中核施設として活動してきま
した。両立支援コーディネーターの養成に用いて
いるマニュアルも東京労災病院の先生方、及び両
立支援コーディネーターが中心となって作成され
たものです。両立支援コーディネーターの基礎研
修は､ 令和2年度からコロナ禍を経て昨年度までに

28,000人以上のコーディネーターを養成してきま
した。これらの両立支援コーディネーターの方は、
今や全国各地の企業や医療機関等でご活躍いただ
いており、両立支援の裾野は着実に広がっている
ものと認識しています。

現在も基礎研修を実施していますので、これか
ら両立支援に関わろうとしている方、本日のフォー
ラムで両立支援コーディネーターに興味を持たれ
た方などがおられましたら、当機構のホームペー
ジで日程を確認していただき、ご応募いただけれ
ばありがたく存じます。

私ども労働者健康安全機構、JOHASでは引き続
きがんに限らず広く､ 治療と仕事の両立支援につ
いて研究や実践で得られた知見をもとに治療就労
両立支援事業に取り組み、治療と仕事の両立支援
が社会に広く普及するよう、リーダーシップをと
ることが使命だと考えています。本日のフォーラ
ムなど様々な機会をとらえ今後とも情報発信を続
けてまいりたいと思いますので、何とぞよろしく
お願いいたします。

本日ご参加いただきました全ての皆様に厚く御
礼を申し上げまして､ 閉会の挨拶とさせていただ
きます。本日はどうもありがとうございました。

閉会挨拶


